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午前１０時００分 開議

◎開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１２名であります。

定足数に達しておりますので、これから平

成２５年第１回美幌町議会定例会第５日目の

会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の

規定により、７番上杉晃央さん、８番岡本美

代子さんを指名します。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告につきましては、事務局長から

報告させます。

○事務局長（浅野俊伸君） 諸般の報告を申

し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については、省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規定

に基づく出席説明員につきましては、第１日

目と同様でありますので、御了承願います。

なお、坂田美栄子議員、本日所用のため、

沖田教育委員会委員長、本日以降欠席の旨、

それぞれ届け出がありました。

以上で諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第２ 議案第１１号から

議案第６６号まで

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 議案第１

１号美幌町と津別町の旅券交付申請及び交付

に関する事務の委託に関する規約の制定につ

いてから議案第６６号平成２５年度美幌町病

院事業会計予算についてまでの５６件を議題

とします。

順次、提案者から説明を求めます。

説明に当たっては、簡潔に、要点を得た説

明をお願いします。

民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 議案の２０６

ページをお開き願います。

議案第１１号美幌町と津別町の旅券交付申

請及び交付に関する事務の委託に関する規約

の制定について。

地方自治法第２５２条の１４第１項の規定

に基づき、津別町の旅券交付申請及び交付に

関する事務を美幌町が受託するため、規約を

別紙のとおり制定することについて、同条第

３項で準用する同法第２５２条の２第３項の

規定により、議会の議決を求めるものでござ

います。

２０７ページをお開き願います。

美幌町と津別町の旅券交付申請及び交付に

関する事務の委託に関する規約制定につい

て。

美幌町と津別町の旅券交付申請及び交付に

関する事務の委託に関する規約を次のように

制定しようとするものでございます。

記以下につきましては、議案の参考資料の

７ページをお開き願いたいと思います。

議案第１１号関係。

制定目的につきましては、普通地方公共団

体の事務の一部委託を規定した地方自治法第

２５２条の１４第１項の規定に基づき、津別

町が北海道より権限移譲を受けた旅券事務を

美幌町が受託するため規約を制定しようとす

るものでございます。

制定内容につきましては、第１条の委託に

ついては、津別町の旅券交付申請及び交付に

関する事務の一部を美幌町が委託する規定で

ございます。

第２条の委託の事務の範囲につきまして

は、津別町からの受託事務の範囲の規定であ

ります。

第３条の管理及び執行の方法については、
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美幌町の休日を定める条例及び美幌町旅券事

務実施要綱に基づくものとする規定でござい

ます。

第４条の経費の負担につきましては、事務

の管理及び執行に要する経費の津別町の負担

の規定及び支弁方法の規定でございます。

第５条の委託事務の収支分別につきまして

は、事務の経費の収入及び支出を明確にする

ための予算計上の規定でございます。

第６条の決算の場合の措置につきまして

は、事務委託の決算について津別町の通知の

規定でございます。

第７条の連絡会議等につきましては、事務

の円滑運営をするため、連絡調整会議の規定

でございます。

第８条の条例等の改廃の場合の措置につき

ましては、受託事務の管理及び執行に適用さ

れる美幌町の条例等を変更した場合、津別町

への通知等の規定でございます。

第９条の協議につきましては、この規約に

定めない事項について、両町との協議規定で

ございます。

根拠法令等につきましては、地方自治法で

あります。

施行日については、平成２５年７月１日か

らであります。

以上であります。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 議案の２０９

ページをお開き願いたいと思います。

議案第１２号美幌町パブリックコメント手

続条例の制定について、御説明を申し上げま

す。

美幌町パブリックコメント手続条例を次の

ように制定しようとするということで、制定

内容につきましては参考資料で御説明します

ので、参考資料の８ページをお開きいただき

たいと思います。

議案第１２号関係であります。

制定目的でありますが、一昨年４月から施

行いたしました自治基本条例に基づく一連の

制度整備の一つでありまして、美幌町自治基

本条例第１４条第３号に規定されているパブ

リックコメント手続に関し、本町の政策形成

過程における公正の確保及び透明性の向上を

図るとともに、町民の町政の参加を推進し、

もって町民の協働による開かれた町政の実現

に資することを目的に、今回条例を制定しよ

うとするものでございまして、平成２２年１

１月からは、実施要綱により適用していたも

のを今回条例化をしようとするものでござい

ます。

制定内容につきましては、第１条では目

的、２条では定義、４条では対象項目、５条

では除外項目、それから１１条では提出意見

の考慮ということで、提出された意見の取り

扱いについて行政の責任を規定しておりま

す。１２条では、その結果公表の義務づけを

規定しております。

次のページでは、第１６条で実施状況報告

ということで、美幌町自治推進委員会への報

告義務を規定をしております。

これらを規定するものでありまして、今ま

での実施要綱と特段変更となる点はございま

せん。

施行日は、平成２５年４月１日からでござ

います。

次に、議案の２１４ページをお開きいただ

きたいと思います。

議案第１３号美幌町審議会等の会議の公開

に関する条例の制定について、御説明申し上

げます。

美幌町審議会等の会議の公開に関する条例

を次のように制定しようとするということ

で、制定内容につきましては、参考資料で御

説明いたしますので、参考資料の１０ページ

をお開きいただきたいと思います。

議案第１３号関係でありますが、先ほどの

議案第１２号と同様に、自治基本条例に基づ

く一連の制度整備の一つでありまして、制定

目的といたしましては、美幌町自治基本条例

第１１条第２項において審議会等の附属機関

及びこれに類するものの会議を原則公開とす

る規定がされておりまして、公開制度の実効
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性を確保するために、具体的な制度について

条例を制定しようとするものでございます。

制定内容では、１条に目的、２条に定義、

３条に会議の公開ということで、公開義務、

適用除外項目の規定を、第７条では会議録の

作成及び公開規定を、第８条では運用状況の

報告及び公表義務を規定しようとするもので

ございます。

施行日につきましては、２５年４月１日か

らでございます。

次に、議案の２１６ページをお開き願いた

いと思います。

議案第１４号美幌町情報公開条例の一部を

改正する条例制定について、御説明を申し上

げます。

美幌町情報公開条例の一部を改正する条例

を次のように制定しようとするということ

で、改正内容につきましては、参考資料で御

説明いたしますので、参考資料の１１ページ

をお開きいただきたいと思います。

議案第１４号関係。

改正目的でありますけれども、美幌町附属

機関に関する条例の制定に伴う規定の整理及

び文言の整理の改正をしようとするものでご

ざいます。

改正内容では、まず第２条第１項第１号関

係では、実施機関に「水道事業者の管理者の

権限を行う町長」を追加するということ。美

幌町パブリックコメント条例の文言の統一を

図る改正でございます。

第１０条及び第１１条関係は、「非公開と

することができる公文書」から「公文書の開

示義務」へ改めるというものでございます。

また、公務員等の職務の遂行に関する情報の

公開について明記するとともに、情報公開法

に準じた規定にするための改正でございま

す。

第１８条では、「美幌町情報公開審査会」

を「美幌町情報公開・個人情報保護審査会」

に改めるものでございます。

第２２条では、出資法人等の情報公開に

「指定管理者」を明記するほか、文言の整理

を行おうとするものでございます。

施行日につきましては、平成２５年４月１

日からでございます。

なお、１２ページから１８ページに新旧対

照表を添付しておりますので、御参考にして

いただきたいと思います。

次に、議案の２２０ページをお開きいただ

きたいと思います。

議案第１５号美幌町個人情報保護条例の一

部を改正する条例制定について、御説明を申

し上げます。

美幌町個人情報保護条例の一部を改正する

条例を次のように制定しようとするというこ

とで、改正内容につきましては、参考資料で

御説明いたしますので、参考資料の１９ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

議案第１５号関係。

改正目的であります。美幌町附属機関に関

する条例の制定に伴い、美幌町個人情報保護

条例の美幌町個人情報保護審査会の規定を削

除するとともに、文言整理を行うための改正

でございます。

改正内容では、２条第１項第４号で実施機

関に「水道事業者の管理者の権限を行う町

長」を追加するということと、パブリックコ

メント手続条例の文言の統一を図る改正でご

ざいます。

８条第２項第９号では、「美幌町個人情報

保護審査会」を「美幌町情報公開・個人情報

保護審査会」にするための改正でございま

す。ほか、文言の整理を行うための改正であ

ります。

施行日は、平成２５年４月１日からでござ

います。

２０ページから２２ページに新旧対照表を

添付しております。

次に、議案の２２１ページをお開き願いた

いと思います。

議案１６号美幌町附属機関に関する条例の

制定について、御説明を申し上げます。

美幌町附属機関に関する条例を次のように

制定しようとするということで、制定内容に
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つきましては、参考資料で御説明いたします

ので、参考資料の２３、２４ページをお開き

いただきたいと思います。

議案第１６号関係。

改正目的であります。現在、個々に条例を

制定し管理、運営を行っている附属機関につ

いて、わかりやすさや管理、運営の効率化を

図ることを目的といたしまして、既存の条例

を改廃、統合し、新設の附属機関を含めて一

括条例化をしようとするものでございます。

制定内容でありますけれども、まず１点

目、条例の規定内容でありますが、第１条で

は設置規定、２条では所掌事項の規定、３条

では委員の定数及び委員の構成を規定。飛び

まして、９条では必要に応じ部会を置くこと

のできる旨の規定、１３条では美幌町情報公

開・個人情報保護審査会の調査権限等につい

ての規定。次のページ、附則では、経過措

置。

２点目といたしまして、新たに附属機関と

位置づける委員会として、記載の７機関を追

加しようとするもので、これにより、条例で

規定する附属機関は２６機関となります。記

載の７機関でございます。

３点目でありますが、既存附属機関の見直

しということで、美幌町防災会議の見直し、

災害対策基本法の一部改正に伴いまして、現

在の美幌町防災会議の所掌事項等に次の事項

を加えるというもので、「町長の諮問に応じ

て、美幌町の地域に係る防災に関する重要事

項を審査し、町長に意見を述べること」を加

えるものでございます。また、委員に「自主

防災組織を構成する者又は学識経験のある

者」を加えるというものでございます。

その他ということで、一括条例の制定にあ

わせて、既存の附属機関の委員の定数、構成

等について、一部を見直しを行うものであり

ます。

根拠法令等は、地方自治法及び災害対策基

本法であります。

施行日につきましては、平成２５年４月１

日からでございます。

次に、議案の２３１ページをお開きいただ

きたいと思います。

議案第１７号美幌町非常勤職員の報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

制定について、御説明申し上げます。

美幌町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例を次のように

制定しようとするということで、改正内容に

つきましては、参考資料で御説明いたします

ので、参考資料の２５ページをお開きいただ

きたいと思います。

議案第１７号関係であります。

改正目的といたしましては、特別職報酬等

審議会の答申に基づきまして、非常勤職員の

月額報酬の追加を行うものであります。附属

機関に関する条例制定により、このたび、全

ての委員会の位置づけ、役割を見直しまし

て、附属機関とすべき委員等につきまして、

新たに追加される各種委員について特別職報

酬等審議会の答申に基づき、報酬額を定める

ものでございます。

中ほどに、追加する非常勤職員及び報酬額

は次のとおりということで、一覧表が記載さ

れていると思いますが、一番上段の情報公

開・個人情報保護審査会委員につきまして

は、括弧書きの分かれておりました委員会を

統合するものでございます。

その次の交通安全指導員は、非常勤の特別

職として条例で規定をしておりましたが、本

条例の別表に定めがなかったことから、今回

新たに別表に明記をしたというところでござ

いまして、日額につきましては、実際の時間

の関係から一般的な５,６００円の２分の

１、２,８００円という定めをしたところで

ございます。

その次の地域福祉計画策定委員から２行、

３行、４行、５行まで、次世代育成支援推進

委員会委員、一つ飛びまして新エネルギー導

入推進委員会委員、次の就学指導委員会委

員、この七つの委員につきましては、先ほど

御説明いたしました、新たに審議会として位

置づけたことによる日額の設定でございま
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す。

新エネルギーの１行手前の鳥獣被害対策実

施隊でございますが、これは議案第２８号で

提案をしております非常勤の特別職として追

加するものでございます。

一番下の外国語指導助手ＡＥＴであります

けれども、今まで、条例により常勤の特別職

として定めておりましたが、新年度から非常

勤の特別職として定めるため、給与から報酬

に改めるとともに、条例を整備するものでご

ざいます。

施行日につきましては、平成２５年４月１

日からでございます。

２６ページから２８ページに新旧対照表を

添付しておりますので、よろしくお願いいた

します。

次に、議案の２３４ページをお開きいただ

きたいと思います。

議案１８号美幌町証人等の実費弁償に関す

る条例の一部を改正する条例制定について、

御説明を申し上げます。

美幌町証人等の実費弁償に関する条例の一

部を改正する条例を次のように制定しようと

するということで、改正内容につきまして

は、参考資料で御説明しますので、参考資料

の２９ページをお開きいただきたいと思いま

す。

議案第１８号関係であります。

改正目的は、証人等が町議会等に出頭また

は参加した場合、地方自治法第２０７条に基

づき、職員等の旅費に関する条例に規定する

日当相当額を費用弁償として支給できるよう

改正するものであります。

改正内容ですが、現行の条例では、町外に

旅行した場合のみ費用弁償する規定でありま

して、本町内に住所または居所を有する証人

等が町議会等に出頭した場合、費用を弁償す

ることができないために、地方自治法第２０

７条に基づき、美幌町職員等の旅費に関する

条例に規定する日当相当額２,５００円を費

用弁償として支給できるよう、今回改正する

ものでございます。

根拠法令等は、地方自治法。

施行日は、平成２５年４月１日からでござ

います。

なお、３０ページに新旧対照表を添付して

おりますので、御参考にしていただきたいと

思います。

次に、議案の２３５ページをお開きいただ

きたいと思います。

議案１９号美幌町職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例制定について、御説明

を申し上げます。

美幌町職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例を次のように制定しようとすると

いうことで、改正内容につきましては、参考

資料で御説明いたしますので、参考資料の３

１ページをお開き願いたいと思います。

議案第１９号関係であります。

改正目的ですが、育児休業、介護休業等、

育児または家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律及び地方公務員の育児休業に関する

法律の改正に伴い、公務の正常な運営を妨げ

る場合を除き、請求に基づき、まず１点目と

いたしましては、小学校就学前の子供を持っ

た職員、もう１点は、要介護者の介護を行う

職員に対し深夜勤務及び時間外勤務を制限す

る規定を設けるものでございます。

制限内容でありますが、深夜というのは午

後１０時から翌日午前５時までの間、時間外

というのは１カ月２４時間、１年間１５０時

間を超える時間外をさせてはならないという

規定でございます。

根拠法令等につきましては、育児休業、介

護休業等、育児または家族介護を要する労働

者の福祉に関する法律、地方公務員の育児休

業に関する法律であります。

施行日は、平成２５年４月１日からであり

ます。

なお、３２ページから３４ページに新旧対

照表を添付しておりますので、御参考にして

いただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 議案の２３
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８ページをお開きください。

議案第２０号美幌町手数料徴収条例の一部

を改正する条例制定について、御説明申し上

げます。

美幌町手数料徴収条例の一部を改正する条

例を次のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたしますので、参考資料の３５ページをお

開きください。

資料１４、条例です。美幌町手数料徴収条

例であります。

改正目的でありますが、都市の低炭素化の

促進に関する法律が施行されたことに伴い、

低炭素建築物の計画の認定に係る事務手数料

を追加するため、条例の一部を改正するもの

です。

改正内容でありますが、美幌町手数料徴収

条例の別表に次のように加えるということ

で、下表の低炭素建築物等計画認定申請等手

数料のとおりであります。手数料の額につき

ましては、認定申請に際しての事前に評価機

関に実績審査を受ける場合と受けない場合の

手数料を規定しております。

３６ページから４４ページまで新旧対照表

で記載されておりますので、御参照をお願い

いたします。

根拠法令等は、都市の低酸素化の促進に関

する法律であります。

施行日は、平成２５年４月１日です。

以上、御説明したので、よろしくお願いい

たします。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 議案の２４１

ページをお開き願います。

議案第２１号美幌町一時預かり事業の実施

に関する条例制定について、御説明申し上げ

ます。

美幌町一時預かり事業の実施に関する条例

を次のように制定しようとするものでござい

ます。

記以下については、議案の参考資料の４５

ページをお開き願いたいと思います。

議案第２１号関係。

制定目的につきましては、保護者の就労形

態の多様化に伴う一次的な保育または保護者

の疾病や家族の疾病による付き添いなど、緊

急時に一時的に保育し、児童の福祉の向上を

図ることを目的に、平成１２年４月１日から

美幌町一時保育事業実施要綱により実施して

おりますが、一時預かり事業は、児童福祉法

第３４条の１２第１項の規定により北海道に

届け出が必要なことや就労利用料として徴収

していることから、平成２４年度において使

用料手数料の見直しに伴い、要綱から条例に

制定するものでございます。

制定内容につきましては、第１条では、目

的。

第２条では、実施保育園等については、美

幌保育園、東陽保育園、子育て支援センター

であります。

第３条の事業の内容につきましては、緊急

保育事業として保護者の疾病などの場合につ

いては、１カ月１２日以内で、年度内３６日

を限度とするものでございます。また、非定

型的な保育事業として、保護者の就労形態等

による場合については、１カ月１２日以内

で、年度内２４日を限度とするものでござい

ます。

第４条の対象児童につきましては、保育を

実施する初日において満１歳以上で、小学校

就学前の規定でございます。

第５条の利用料につきましては、３歳児未

満、１日で２,０００円で、４時間以内では

１,０００円。３歳児、１日１,０００円で、

４時間以内では５００円。４歳児以上、１日

８００円で、４時間以内では４００円の規定

でございます。

第６条の利用料の減免は、減免の規定でご

ざいます。

第７条は、規則の委任でございます。

根拠法令等につきましては、児童福祉法で

あります。

施行日につきましては、２５年４月１日か

らでございます。
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次に、議案の２４３ページをお開き願いま

す。

議案第２２号美幌町指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例制定について、御説明申し上げ

ます。

美幌町指定地域密着型サービス事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例

を次のように制定しようとするものでござい

ます。

記以下につきましては、議案の参考資料の

４６ページをお開き願います。

議案の第２２号関係。

制定目的につきましては、平成２３年５月

２日及び８月３０日に「地域の自主性及び自

立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律」（第１次・第

２次）（「地域主権改革一括法」）が公布さ

れたことに伴い、「介護サービスの基盤強化

のための介護保険法等の一部を改正する法

律」が平成２３年６月２２日に公布されたこ

とに伴い、介護保険法が一部改正されまし

た。このことにより、これまで法令等で定め

られていた地域密着型サービス事業の運営基

準等について町村条例に委任されたことか

ら、町が関係する地域指定密着型サービス事

業の人員、設備及び運営に関する基準を条例

に制定するものでございます。

なお、条例制定につきましては、現在、職

員の配置基準等において、既に国において詳

細な基準が定められていることから、この基

準に基づき必要なサービスが提供され、町内

の事業所においても適切な設備、運営がされ

ていることから、国の基準と同じ内容を条例

で制定するものでございます。

制定内容につきましては、第１章、総則に

ついては、第１条で趣旨、第２条で定義、第

３条で指定地域密着型サービス事業の一般原

則を規定してございます。

第２章、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護につきましては、第１節基本方針を第４

条、第５条で、第２節人員に関する基準を第

６条、第７条で、第３節設備に関する基準を

第８条で、第４節運営に関する基準を第９条

から４７ページの第４２条まで、第５節連携

型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

人員及び運営に関する基準の特例について第

４３条、４４条で、それぞれ規定してござい

ます。

以下、４７ページの第３章の夜間対応型訪

問介護、第４章の認知症対応型通所介護、４

８ページの第５章の小規模多機能型居宅介

護、第６章の認知症対応型共同生活介護、４

９ページの第７章の地域密着型特定施設入居

者生活介護、第８章の地域密着型介護老人福

祉施設入所者活介護、５０ページの第９章の

複合型サービスにつきましては、先ほど御説

明申し上げました４６ページの第２章の定期

巡回・随時対応型訪問介護看護と同様に、基

本方針等、人員に関する基準、設備に関する

基準、運営に関する基準等を掲載のとおり第

４５条から２０２条まで、それぞれ規定して

ございます。

５１ページの第１０章の２０３条につきま

しては、条例の施行に関し必要な事項は町長

が定める規定でございます。

附則の経過措置につきましては、改正前に

事業開始した事業所に対する経過措置であり

ます。

根拠法令等につきまして、介護保険法であ

ります。

施行日につきましては、平成２５年４月１

日からでございます。

議案の３５３ページをお開き願いたいと思

います。

議案第２３号美幌町指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介

護予防のための効果的な支援方法に関する基

準を定める条例制定について、御説明申し上

げます。

美幌町指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のため
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の効果的な支援方法に関する基準を定める条

例を次のように制定しようとするものでござ

います。

記以下については、議案の参考資料の５２

ページをお開き願いたいと思います。

制定目的につきましては、議案第２２号と

同様に、これまで法令で定められていた地域

密着型サービス事業の運営基準等について市

町村に条例に委任されたことから、町が関係

する指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準等を条例

で制定するものでございます。

制定内容につきましては、第１章の総則に

ついては、第１条趣旨、第２条定義、第３条

指定地域密着型介護予防サービス事業の一般

原則を規定してございます。

第２章、介護予防認知症対応型通所介護に

つきましては、第１節基本方針を第４条で、

第２節人員及び設備に関する基準を第５条か

ら１０条まで、第３節運営に関する基準を第

１１条から５３ページの第４０条まで、第４

節介護予防のための効果的な支援方法に関す

る基準を第４１条、第４２条で、それぞれ規

定してございます。

以下、第３章介護予防小規模多機能型居宅

介護、５４ページの第４章介護予防認知症対

応型共同生活介護につきましては、先ほど御

説明申し上げました５２ページの第２章の介

護予防認知症対応型通所介護と同様に、基本

方針、人員に関する基準、設備に関する基準

及び運営に関する基準並びに指定地域密着型

介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援方法に関する基準を掲載のとおり

第４３条から５４ページの９０条まで、それ

ぞれ規定してございます。

５４ページの第９１条の委任につきまして

は、条例の施行に関し必要な事項は、町長が

定める規定でございます。

附則の経過措置につきましては、改正前に

事業開始した事業所における経過措置でござ

います。

根拠法令等につきましては、介護保険法で

あります。

施行日につきましては、２５年４月１日か

らでございます。

議案の４００ページをお開き願います。

議案第２４号美幌町新型インフルエンザ等

対策本部条例の制定について、御説明申し上

げます。

美幌町新型インフルエンザ等対策本部条例

を次のように制定しようとするものでござい

ます。

記以下につきましては、議案の参考資料の

５５ページをお開き願いたいと思います。

議案第２４号関係。

制定目的につきましては、新型インフルエ

ンザ等発生時における国民の生命及び健康を

保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響

が最小となるよう新型インフルエンザ等対策

特別措置法が平成２４年５月制定され、法第

３７条において準用する法第２６条の規定に

基づき、市町村対策本部に関し必要な事項は

市町村の条例で定めることが位置づけされた

ことに伴い、条例を制定するものでございま

す。

制定内容につきましては、第１条の趣旨に

つきましては、対策本部に関し必要な事項を

定める規定でございます。

第２条の組織につきましては、対策本部の

組織の規定でございます。

第３条の会議につきましては、対策本部会

議の招集の規定でございます。

第４条の部につきましては、対策本部に必

要に応じて部を置くことの規定でございま

す。

第５条の委任につきましては、この条例で

定めるほか、対策本部に関し必要な事項は、

本部長が定める規定でございます。

根拠法令等につきまして、新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法でございます。

施行日つきましては、新型インフルエンザ

等対策特別措置法の施行の日からでございま

す。

議案の４０２ページをお開き願います。
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議案第２５号美幌町廃棄物処理場条例の一

部を改正する条例制定について、御説明申し

上げます。

美幌町廃棄物処理場条例の一部を改正する

条例を次のように制定しようとするものでご

ざいます。

記以下につきましては、議案の参考資料の

５６ページをお開き願います。

改正目的につきましては、地域主権改革一

括法によって廃棄物処理及び清掃に関する法

律の一部が平成２３年８月２６日改正された

ことに伴い、市町村が一般ごみを処理する施

設に配置する技術者等の基準を市町村条例で

定めることになったため、国の基準と同じ内

容に条例の一部を改正するものでございま

す。

改正内容につきましては、技術管理者の資

格を第３条の２に追加するものでございま

す。

第１号、技術士法第２条第１項に規定する

技術士で、科学部門、水道部門または衛生工

学部門に係る第２次試験に合格した者。

第２号では、技術士で、１年以上廃棄物処

理に関する技術の実務に従事した経験を有す

る者。

第３号では、廃棄物処理及び清掃に関する

法律施行規則第８条の１７第２号のイからチ

までに掲げる者。

第４号では、前３号に掲げる者と同等以上

の知識及び技能を有すると認められる者。

根拠法令等につきまして、廃棄物処理及び

清掃に関する法律でございます。

施行日については、平成２５年４月１日か

らでございます。

なお、５７ページの新旧対照表について、

御参照願います。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 議案の４０３

ページをお開きいただきたいと思います。

議案第２６号美幌町民会館条例の一部を改

正する条例制定について、御説明申し上げま

す。

美幌町民会館条例の一部を改正する条例を

次のように制定しようとするということで、

改正内容につきましては、参考資料で御説明

しますので、参考資料の５８ページをお開き

いただきたいと思います。

議案第２６号関係。

改正目的でありますけれども、新年度から

美幌町民会館の所管を教育委員会に変更し、

管理と運営の一体化により利用者側に沿った

サービスの向上と施設を拠点とした文化の振

興及び貸館機能の充実を図るために条例の一

部を改正するものであります。

改正内容につきましては、条文中、記載の

第３条、第５条、第６条、第１０条、第１１

条において、開館時間及び休日の変更、ある

いは使用の許可、使用の制限、特別設備等の

設置の許可、使用許可の取り消し等につきま

して、現行の「町長」を「教育委員会」に改

めるものでございます。

施行日は、平成２５年４月１日からであり

ます。

なお、新旧対照表を５９ページに添付して

おりますので、御参考にしていただきたいと

思います。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（高木恵一君） 議案書の４０４

ページでございます。

議案第２７号美幌ユースホステル条例を廃

止する条例制定について、御説明申し上げま

す。

美幌ユースホステル条例を廃止する条例を

次のように制定しようとするという内容でご

ざいまして、記以下につきましては、参考資

料で御説明申し上げます。

参考資料の６０ページをお開きいただきた

いと思います。

資料２１、議案第２７号関係。

経過及び制定目的でございますが、美幌

ユースホステルは、平成１５年に財団法人日

本ユースホステル協会より無償譲渡を受けて

指定管理者制度により管理運営を行ってまい

りましたが、近年の利用者数の減少に伴い、
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平成２５年１月１５日に開催された美幌ユー

スホステル協会理事会において、平成２５年

度３月末をもって事業を廃止し協会を解散し

たいという結論に至ったところでございま

す。以上の状況から、ユースホステル機能の

存続が困難となったことから、美幌ユースホ

ステル条例を廃止しようとするものでありま

す。

制定内容の１、要旨につきましては、美幌

ユースホステル条例を廃止するものでありま

す。２の関連条例の廃止では、議会の議決に

付すべき重要な公の施設の利用、または廃止

に関する条例の一部を改正を行うものでござ

います。

根拠法令等は、地方自治法。

施行日は、平成２５年４月１日でございま

す。

続きまして、４０５ページでございます。

議案第２８号美幌町鳥獣被害対策実施隊設

置条例の制定について、御説明申し上げま

す。

美幌町鳥獣被害対策実施隊設置条例を次の

ように制定しようとするという内容でござい

ます。

記以下につきましては、参考資料により御

説明申し上げます。参考資料の６１ページを

お開きいただきたいと存じます。

資料２２、議案第２８号関係。

制定目的、趣旨でございますが、鳥獣によ

る農林水産業等に係る被害の防止のための特

別措置に関する法律第９条の規定に基づき、

本町における有害鳥獣（エゾシカ、ヒグマ）

による農林水産業等の被害を防止することを

目的に制定しようとするもでございます。

制定内容につきましては、第１条、設置で

は、本条例を規定する目的を規定しておりま

す。

第２条、名称では、美幌町鳥獣被害対策実

施隊としておりまして、隊員を置くことの規

定をしております。

第３条、氏名及び任命では、隊員となる者

の要件及び身分を規定しております。また、

隊員は、特別職の非常勤の職員としておりま

す。

第４条、隊長では、隊長の職にある者を規

定しておりまして、北海道猟友会美幌支部長

の職にある者について充てることとしており

ます。

第５条、任期では、隊員の任期を２年とし

ておりまして、あわせて解職規定を設けてお

ります。

第６条、職務では、鳥獣被害防止計画に基

づく実施隊の職務を規定しているところでご

ざいます。

第７条、出動体制、これは町長が有害鳥獣

の被害情報等に基づいて、隊員を出動させる

ものでございます。

第８条につきましては、隊員の出動結果に

ついて、町長に報告する規定。

第９条につきましては、報酬を支給するこ

との規定。

第１０条、災害補償、隊員が出動した際の

災害補償等について規定をしているところで

ございます。

第１１条につきましては、施行に伴います

委任規定でございます。

根拠法令等は、鳥獣による農林水産業等に

係る被害防止のための特別措置に関する法律

並びに鳥獣による農林水産業等による被害の

防止のための施策を実施するための基本的な

指針でございます。

施行日は、平成２５年４月１日でございま

す。

以上、説明させていただきました。よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 議案の４０

８ページをお開きください。

議案第２９号美幌町道路の構造の技術的基

準等を定める条例の制定についてを御説明申

し上げます。

美幌町道路の構造の技術的基準等を定める

条例を次のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料で御説明
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いたしますので、参考資料の６２ページをお

開きください。

参考資料２３、議案第２９号関係でありま

す。

制定目的であります。地域の自主性及び自

立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律により、道路法

の一部が改正され、国の基準を参酌し、道路

の構造に関する基準を定めることについて条

例を制定するものであります。

制定内容であります。条例の条文構成は、

第１条の趣旨から次の６３ページの第４５条

町道に設ける道路標識の寸法の記載のとおり

であります。町道に設ける道路標識の寸法に

つきましては、第４５条で視認性並びに国道

及び道道等の整合性を考慮して規則で定める

こととしました。

根拠法令等は、道路法、道路構造令、道路

構造令施行規則、車道及び側帯の舗装の構造

に関する省令であります。

施行日は、平成２５年４月１日です。

次に、議案の第３０号を御説明いたします

ので、議案の４２５ページをお開きくださ

い。

議案第３０号美幌町移動等円滑化の促進に

係る道路の構造に関する基準を定める条例の

制定についてを御説明申し上げます。

美幌町移動等円滑化の促進に係る道路の構

造に関する基準を定める条例を次のように制

定しようとする。

記以下につきましては、参考資料で御説明

しますので、参考資料の６４ページをお開き

ください。

資料２４、議案第３０号関係であります。

制定目的であります。地域の自主性及び自

立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律により、高齢

者､障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律が改正され、国の基準を参酌し、道路

の構造に関する基準を定めることについて条

例を制定するものであります。

制定内容であります。第１章総則、第１条

趣旨から第２章歩道等、第３章立体横断施

設、第４章乗合自動車停留所、第５章自動車

駐車場、次の６５ページの第６章移動円滑化

のために必要なその他の施設、第３４条防雪

施設までの条文構成となっており、条文は記

載のとおりであります。

根拠法令等は、高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律であります。

施行日は、平成２５年４月１日でありま

す。

次に、議案の第３１号の御説明をいたしま

すので、議案の４３７ページにお戻りくださ

い。

議案第３１号美幌町営住宅等整備の基準に

関する条例の制定についてを御説明申し上げ

ます。

美幌町営住宅等整備の基準に関する条例を

次のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料で御説明

しますので、参考資料の６６ページをお開き

ください。

議案の第３１号関係であります。

制定目的であります。地域の自主性及び自

立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律により、公営住

宅法が改正され、町営住宅の整備基準につい

て国が定めていた公営住宅等整備基準を参酌

して、条例を制定するものです。

制定内容であります。条文の構成につきま

しては、総則として、第１条趣旨から第５条

の費用の縮減への配慮、敷地の基準として第

６条位置の選定、第７条敷地の安全等、住宅

の基準として第８条住棟等の基準から、次の

６７ページの第１２条附帯施設、共同施設の

設置基準として第１３条児童遊園から第１６

条通路、第１７条規則への委任となりまし

て、内容は記載のとおりであります。

根拠法令等は、公営住宅法、公営住宅等整

備基準であります。

施行日は、平成２５年４月１日です。

次に、議案の第３２号を御説明いたします

ので、議案の４４０ページにお戻りくださ
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い。

議案第３２号美幌町都市公園の配置及び規

模の技術的基準に関する条例の制定について

を御説明申し上げます。

美幌町都市公園の配置及び規模の技術的基

準に関する条例を次のように制定しようとす

る。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたしますので、参考資料の６８ページをお

開きください。

議案第３２号関係であります。

制定目的であります。地域の自主性及び自

立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律により、都市公

園法が改正され、国の基準を参酌し、都市公

園の配置及び規模に関する条例を制定するも

のです。

制定内容でありますが、第１条の趣旨、第

２条用語の定義、第３条住民一人当たり都市

公園の敷地面積の標準、第４条都市公園の配

置及び規模の基準、第５条公園施設として設

けられる建築物の建築面積に関する基準を規

定しております。

根拠法令等は、都市公園法、都市公園法施

行令であります。

施行日は、平成２５年４月１日です。

次に、議案の第３３号の御説明をしますの

で、議案の４４３ページにお戻りください。

議案第３３号美幌町移動等円滑化のために

必要な特定公園施設の設置基準に関する条例

の制定についてを御説明申し上げます。

美幌町移動等円滑化のために必要な特定公

園施設の設置基準に関する条例を次のように

制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたしますので、参考資料の６９ページをお

開きください。

議案の第３３号関係であります。

制定目的であります。地域の自主性及び自

立性を高めるための改革推進を図るための関

係法律の整備に関する法律により、高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律が改正され、国の基準を参酌し、都市公園

等のバリアフリー化に関する構造基準を定め

ることについて条例を制定するものでありま

す。

制定内容であります。特定公園施設とは、

都市公園の園路及び広場、屋根つき広場、休

憩施設及び管理事務所、野外劇場及び野外音

楽堂、駐車場、便所、水飲み場及び手洗い

場、掲示板及び標識といいます。条文構成

は、第１条趣旨から第１４条までの記載のと

おりであります。

根拠法令等は、高齢者、障害者の移動等の

円滑化の促進に関する法律、移動等円滑化の

ために必要な特定公園施設の設置に関する基

準を定める省令であります。

施行日は、平成２５年４月１日です。

次に、議案の第３４号の説明をいたします

ので、議案の４５１ページにお戻りくださ

い。

議案第３４号美幌町公共下水道設置条例の

一部を改正する条例の制定についてを御説明

申し上げます。

美幌町公共下水道設置条例の一部を改正す

る条例を次のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたしますので、参考資料の７０ページをお

開きください。

議案第３４号関係であります。

改正目的であります。地域の自主性及び自

立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律による下水道法

の改正に伴い、公共下水道事業計画に係る認

可制度が廃止になったことから、条例の一部

を改正するものであります。

改正内容であります。公共下水道事業計画

に係る大臣認可が協議または届け出に改正す

ることになり、区域を国土交通大臣の認可を

得た区域を削除して、第２条の文言整理、第

３条、第４条、第５条を記載のとおり追加し

て改正を行うものであります。

次の７１から７２ページには、条例の新旧

対照表を掲載しておりますので、御参照をお
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願いいたします。

根拠法令等は、下水道法であります。

施行日は、平成２５年４月１日です。

次に、議案の第３５号を御説明いたします

ので、議案の４５３ページにお戻りくださ

い。

議案第３５号美幌町公共下水道条例の一部

を改正する条例の制定についてを御説明申し

上げます。

美幌町公共下水道条例の一部を改正する条

例を次のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたしますので、参考資料の７３ページをお

開きください。

議案の第３５号関係であります。

改正目的であります。地域の自主性及び自

立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律により、下水道

法の一部改正に伴い、国の基準を参酌し、配

水施設、処理施設の構造に関する基準及び終

末処理場の維持管理に関する基準について条

例の一部を改正するものであります。

改正内容であります。第２条の用語の定義

を改め、第３条配水施設及び処理施設に共通

する構造の基準、第４条配水施設の構造の基

準、第５条処理施設の構造の基準、第６条適

用除外、第７条終末処理場の維持管理を追加

し、それぞれ関係条文を繰り下げておりま

す。

次の７４から７８ページに条例の新旧対照

表を掲載しておりますので、御参照をお願い

いたします。

根拠法令等は、下水道法であります。

施行日は、平成２５年４月１日です。

次に、議案の第３６号を御説明いたします

ので、議案の４５６ページにお戻りくださ

い。

議案第３６号美幌町個別配水処理施設設置

条例の一部を改正する条例制定についてを御

説明申し上げます。

美幌町個別配水処理施設設置条例の一部を

改正する条例を次のように制定しようとす

る。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたしますので、参考資料の７９ページをお

開きください。

議案の第３６号関係であります。

改正目的でありますが、地域の自主性及び

自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律による下水道

法の一部改正に伴い、公共下水道事業計画に

係る認可制度が廃止となったことから、条例

の一部を改正するものです。

改正内容でありますが、第３条区域の条文

中、「美幌町公共下水道事業認可区域内」を

「美幌町公共下水道区域内」に改めるもので

あります。

次の８０ページの新旧対照表を御参照して

いただきたいと思います。

根拠法令等は、下水道法であります。

施行日は、平成２５年４月１日です。

次に、議案の第３７号を御説明いたします

ので、議案の４５７ページにお戻りくださ

い。

議案第３７号美幌町水道事業布設工事監督

者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例の制定について

を御説明申し上げます。

美幌町水道事業布設工事監督者の配置基準

及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基

準に関する条例を次のように制定しようとす

る。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたしますので、参考資料の８１ページをお

開きください。

議案第３７号関係であります。

制定目的であります。地域の自主性及び自

立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律により、水道法

が改正されたことに伴い、従来、水道法施行

令及び水道法施行規則で定められていた布設

工事監督者に関する配置基準及び資格基準、

水道技術管理者に関する資格基準等を条例で

定めるものです。
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制定内容であります。第１条目的、第２条

布設工事監督者を配置する工事、第３条布設

工事監督者の資格、第４条水道技術管理者の

資格の条文構成となっております。

根拠法令等は、水道法、水道法施行令、水

道法施行規則であります。

施行日は、平成２５年４月１日です。

以上、御説明いたしましたので、よろしく

お願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） それでは、議案

の４６０ページをお開き願いたいと思いま

す。

議案の４６０ページの議案第３８号から議

案の４８０ページの議案第５８号までにつき

ましては、集会室及び美幌町農作業準備休憩

施設並びに美幌町地域用水広報館の指定管理

を行うために、これら２１施設について議会

の議決をいただこうとするものでございま

す。

今回の指定管理者の指定につきましては、

既に指定管理者の指定の議決をいただいてい

るものでございまして、その指定期間の満了

に伴い、今回新たに指定管理者の議決をいた

だこうとするものでございます。

指定管理の期間につきましては、いずれも

平成２５年４月１日から平成２９年３月３１

日までとするものでございます。

まず、議案第３８号でありますけれども、

指定管理者の指定に……（「議長」と呼ぶ者

あり）

─────────────────────

◎説明簡略化を求める動議

○議長（古舘繁夫君） 上杉議員。

○７番（上杉晃央君） ただいま、総務部長

のほうから期間満了に伴う指定期間の変更だ

ということですので、説明については、自治

会長の変更とかそういった部分を簡略にして

いただいて、一括説明していただきたいと思

います。

○議長（古舘繁夫君） 今の発言は、議事進

行のことについてでありますけれども、省略

してやれということの動議ですね。（「は

い」と呼ぶ者あり）

今のこの扱いについては、賛成の方はい

らっしゃいます。はい。

それでは、部長、そのことを考えて説明し

てください。

○総務部長（平井雄二君） いずれの２１施

設におきましても、内容は同じであります

が、今、上杉議員からお話がありました団体

につきましては、全て同じでございます。た

だし、代表者につきまして、仲町集会室、三

橋南集会室、美富集会室、野崎集会室以外の

集会室につきましては代表者が変更となって

おります。それ以外は、代表者は同じでござ

います。

以上、御説明申し上げました。よろしくお

願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 今、７番上杉晃央議

員からの発言は動議ということでありまし

た。動議として賛成して、認めていただけま

すか。よろしいですか。（発言する者あり）

総務部長、それは可能ですか。

暫時休憩いたします。

午前１１時 ３分 休憩

────────────────

午前１１時２３分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

先ほどの動議のことにつきまして、議会運

営委員会を開催し、その取り扱いについて、

改めて採決をすることといたしました。

ただいま、上杉晃央議員から説明を省略す

るとの動議が出されました。この動議は、所

定の賛成者がありますので成立いたしまし

た。

この動議を議題といたします。

採決します。

この採決は、起立によって行います。

この動議のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 賛成多数です。した
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がって、説明を省略することの動議は可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第２ 議案第１１号から

議案第６６号まで

（継続）

○議長（古舘繁夫君） 総務部長から、腰痛

のため、一般会計予算の説明について、着席

したままの説明をさせていただきたい旨の申

し出がありましたので、これを許可しており

ます。

それでは説明をお願いします。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） それでは、新年

度予算の説明に入らさせていただきます。

議案の４８１ページをお開き願いたいと思

います。

議案第５９号平成２５年度美幌町一般会計

予算について御説明申し上げます。

別冊の平成２５年度、各会計予算書の５

ページをお開きいただきたいと思います。

平成２５年度美幌町一般会計予算について

御説明申し上げます。

平成２５年度美幌町の一般会計の予算は、

次に定めるところによる。

歳入歳出予算。

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ９４億１,８３１万６,０００円と定

める。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

債務負担行為。

第２条、地方自治法第２１４条の規定によ

り債務を負担する行為をすることができる事

項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担

行為」で御説明申し上げます。

地方債。

第３条、地方自治法第２３０条第１項の規

定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の

方法は、「第３表 地方債」で御説明申し上

げます。

一時借入金。

第４条、地方自治法第２３５条の３第２項

の規定による一時借入金の借り入れの最高額

は、２５億円と定めるものでございます。

それでは、１１ページをお開きいただきた

いと思います。

第２表、債務負担行為でございます。

債務負担行為は、数年度にわたる債務を負

担する契約を結ぶなど、将来の財政負担を設

定する行為で、平成２５年度以降に係る事業

等について、その期間及び限度額を定めるも

のであります。

まず、一番上段の公用車購入事業（ワゴ

ン）でありますが、これは、平成２４年１０

月１２日に発生いたしました交通事故により

廃車となった平成１３年度購入の公用車の更

新で、備荒資金組合の車両譲渡事業により購

入するものであり、期間は平成２５年度から

平成２９年度までの５年間の償還で、限度額

は２８０万５,０００円であります。

次に、公用車購入事業（バン）であります

が、これは、近年、町外出張がふえているこ

と、保健活動の家庭訪問がふえていること、

オートマチック限定免許の職員が多いことな

どから、機能性の高いオートマチックのバン

タイプの公用車を１台増車するもので、備荒

資金組合の車両譲渡事業により購入するもの

であり、期間は平成２５年度から平成２９年

度までの５年間の償還で、限度額は１８５万

６,０００円であります。

次に、戸籍情報システム借上料であります

が、これは、平成１９年度導入いたしました

戸籍情報システムの更新及び副本データの管

理システム、火葬許可申請書データシステム

の借り上げ料で、期間は平成２５年度から平

成３０年度までの６年間で、限度額は２,４

８３万１,０００円であります。

次に、北見赤十字病院運営費負担金であり

ますが、これは、オホーツク圏域唯一の地方

センター病院である北見赤十字病院が建物の

老朽化や療養環境悪化などから、先進的な高

度救命救急医療と専門医療機能をさらに充実
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させるため、移転新築・改修することとな

り、その事業費の一部を圏域市町村で負担す

るもので、期間は平成２５年度から平成２７

年度の３年間で、限度額は３,２３８万４,０

００円であります。

次に、パトロール車購入事業であります

が、これは、平成１１年度に購入いたしまし

たパトロール車の更新で、備荒資金組合の車

両譲渡事業により購入するものでありまし

て、期間は平成２５年度から平成２９年度ま

での５年間の償還で、限度額は４０９万円で

あります。

次に、ロータリ除雪車購入費であります

が、これは、平成４年度に購入いたしました

ロータリ除雪車の更新で、備荒資金組合の車

両譲渡事業により購入するものであり、期間

は平成２５年度から平成３１年度までの７年

間の償還で、限度額は１,５１７万８,０００

円であります。

次に、砂散布車購入費でありますが、これ

は、平成９年度に購入いたしました砂散布車

の更新で、備荒資金組合の車両譲渡事業によ

り購入するものであり、期間は平成２５年度

から平成３１年度までの７年間の償還で、限

度額は１,５４８万８,０００円であります。

次に、自動体外式除細動器借上料（小学

校）でありますが、これは、平成２０年度に

設置いたしました美幌小学校、東陽小学校、

旭小学校のＡＥＤの更新で、期間は平成２５

年度から平成２９年度までの５年間で、限度

額は５７万５,０００円であります。

次に、自動体外式除細動器借上料（スポー

ツセンター）でありますが、これは、平成２

０年度に設置いたしましたスポーツセンター

のＡＥＤの更新で、期間は平成２５年度から

平成３０年度までの６年間で、限度額は２５

万２,０００円であります。

次に、スプーン洗浄機浸漬装置、食器洗浄

機借上料でありますが、これは、平成９年度

に購入いたしました学校給食センター調理機

器の更新で、期間は平成２５年度から平成２

８年度までの４年間で、限度額は２,４５４

万９,０００円であります。

次に、蒸気ボイラー借上料でありますが、

これは、平成９年度に設置いたしました学校

給食センター蒸気ボイラーの更新で、期間は

平成２５年度から平成３２年度までの８年間

で、限度額は１,１５８万７,０００円であり

ます。

次に、１２ページをお開きいただきたいと

思います。

第３表、地方債でございますが、平成２５

年度に実施します各事業に要する財源の一部

として地方債に求めるものでございます。

まず、一番上段の美和南公民館建替事業

で、限度額４２０万円であります。これは、

昭和３３年に建設された自治会所有の公民館

建てかえに伴う補助を、美幌町地域集会室施

設整備補助交付要綱に基づき、建築費の２分

の１を補助する財源を地方債に求めるもの

で、地方債名は辺地債で充当率は１００％、

後年度、元利償還金の８０％が交付税で措置

されるものであります。

次に、農業生産基盤整備事業で、限度額は

１,８５０万円であります。これは、田中地

区、豊栄地区、昭美地区の道営畑地帯総合土

地改良事業の区画整理などに係る分であり、

地方債名は公共事業等債で、充当率は、通常

分が５０％、財源対策債分が４０％の合計９

０％であります。このうち財源対策債に係る

分について、後年度、元利償還金の５０％が

交付税措置されるものであります。

次に、特定間伐等促進事業で、限度額は

１,２６０万円であります。これは、平成２

３年度から平成３２年度までの１０年間、未

来につなぐ森づくり推進事業として実施され

るもので、公共造林事業として実施した植林

のうち、市町村が事業費の２６％を補助した

場合、そのうち１６％分について道から市町

村に補助され、その補助残が起債として対象

になるもので、今年度は民有林２００ヘク

タールを予定しております。

なお、地方債名は一般補助施設整備等事業

債で、充当率１００％、後年度、元利償還金
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の３０％が特別交付税で措置されるものであ

ります。

次に、臨時財政対策債で、限度額は４億

５,５００万円であります。これは、交付税

制度の見直しにより、交付税の不足分の一部

を地方自治体の地方債に振りかえられたもの

で、充当率は１００％、後年度に元利償還金

の全額が交付税措置されるものであります。

以上、本年度に借り入れをいたします地方

債の総額は、４億９,０３０万円を予定し、

計上いたしたところであります。

次に、７３ページをお開きいただきたいと

思います。

歳出でございます。

昨年度からの予算計上の各事業共通の変更

点といたしまして、旅費におきまして、通常

の会議、協議のための普通旅費と研修会や随

行業務のための特別旅費を区分して計上し、

明確化を図っておりますので、御留意願いた

いと思います。

１款議会費であります。議会費の総額は

８,０２０万９,０００円でございます。

まず、議会運営費でございますけれども、

議員報酬、期末手当、議員共済費等のうち、

議員共済会負担金、一番下の行になります

が、交付金の政務活動費交付金、これにつき

ましては、議員１３名の分を計上しておりま

す。その他につきましては、昨年度と大きく

変わるものはございません。

次に、７５ページをお開き願いたいと思い

ます。

総務費でございますが、総額は３億６,７

９６万７,０００円でございます。

一般管理費の１、一般事務費、７行目にな

ります普通旅費３２７万１,０００円でござ

いますが、各省庁等から情報収集のため、年

５回分の旅費を計上したことによる増額と

なっております。

次、業務等委託料の３行目、例規システム

ＡＳＰサービス初期導入委託料と、２行飛び

まして、使用料でございますが、これにつき

ましては、例規システムの運用は、これまで

システムを搭載するサーバーを保有する方法

をとっておりましたが、５年リースで借り上

げをしてきました。５月に、そのリース期間

が満了となり、サーバーの補償期間も終了と

なるため、今後の運用について検討いたしま

した結果、町でサーバーを更新せずに、シス

テムの補修委託先で管理するサーバーに本町

の例規集データを格納し、インターネット回

線を使ってシステムを運用するアプリケー

ションサービスプロバイダー、ＡＳＰ、この

サービスに移行することとし、新年度は６月

以降の使用料３６万８,０００円の計上と、

先ほど御説明しました委託料、初期導入委託

料３１万５,０００円、これは現サーバー内

のデータ移行費用分を計上したところでござ

います。

次に、負担金であります。

負担金の５行目、町村会負担金２０７万

２,０００円でございます。昨年度よりも大

幅にふえてございます。これにつきまして

は、平成２５年４月１日より全国自治協会が

財団法人から一般財団法人へ移行となり、実

施事業のうち公有建物災害共済及び公有自動

車損害共済事業が収益事業と見なされ、委託

事業に変更となります。このことにより、災

害共済事業に係る事務費交付金等が、従来は

北海道町村会から地区町村会に振り込まれ、

地区町村会は市町村からの交付金と相殺をし

て各市町村に負担金として請求をしておりま

したけれども、新年度からは、これが委託事

業となり、新設されましたまちづくり人づく

り交付金として、北海道町村会から直接町村

に振り込まれる方式に変更となりました。こ

のことにより、地区町村会は北海道町村会か

らの交付金の受け入れがなくなり、歳入全額

を各町村からの負担金で補う方式となり、今

回の負担金増となったところでございます。

全国的に見ますと、町村の負担金増額分が

新たな、先ほど説明いたしました、新設され

ました交付金として補填される仕組みであり

ますけれども、まちづくり人づくり推進交付

金の算定基準が均等割額と公有物件災害共済
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事業の合計の納入額の割合に応じて交付され

るために、美幌町は、町村規模及び財政規模

の上で納入額が他の町村と比較して少額であ

るため、オホーツク町村会負担金は、平成２

４年度は９２万６,０００円でありました

が、これに対し、平成２５年度は２０７万

２,０００円ということになり、このうち交

付金歳入が、これは歳入で御説明いたします

が、５２万円歳入として入ってきます。歳出

から歳入を相殺した額１５５万２,０００円

で、対前年比６２万６,０００円の実質支出

増となっております。

次に、２番庁用事務費であります。次の７

７ページをお開き願いたいと思います。

上段の５行目、事務用機器等借上料６５万

１,０００円であります。昨年１２月に補正

をさせていただきました本庁舎の印刷機の借

り上げ料の増が増額要因となっております。

３、職員研修事業費、１行飛びまして特別

旅費でありますけれども、これにつきまして

は、自治大学校３部過程を毎年研修を行って

おります、参加しておりましたが、新年度は

これに加えて２部課程、これは主査クラス、

３部課程は管理職クラス、２部課程は主査ク

ラスということで、この２部課程に、新たに

約２カ月になりますが職員を派遣したいとい

うもので増額となってございます。業務委託

料、職員研修委託料でありますが、人事評価

制度の導入による接遇研修の分で増額となっ

てございます。

次に、広報広聴費でございます。

１、広報広聴費でございますが、まず、社

会保険料と臨時職員賃金、それから２行飛び

まして消耗品、それから、飛びまして業務委

託料の中の一番下、健康診断委託料、この４

項目につきましては、国の緊急雇用創出推進

事業によりまして、２名の臨時職員を通年雇

用して広報ホームページの改善及び広報保存

写真などデジタル化を行うことによる予算増

で、４６３万４,０００円がこの事業を活用

して行うこととしまして、補助率は１０分の

１０あります。

次に、広報広聴費の３行目になりますが、

事務事業協力報償２万５,０００円でござい

ます。これは町政への町民参加を促すため、

町民記者による広報作成を今回実施をしよう

とするものでございます。

次に、業務等委託料の広報作成業務委託料

６５０万３,０００円でありますが、町の家

家計簿、これは決算編でありますけれども、

これらなど特集を組むためのページ数の増に

よる増額でございます。

このページの一番下、財政管理事業費、普

通旅費１３万６,０００円でありますが、平

成２５年度で経過措置が満了となります不採

算地区病院に係る特別交付税が経過満了とな

り、打ち切りになるということになっており

ますが、これらに対応するための協議という

ことで、旅費を計上したものによる増額と

なっております。

次、７９ページをお開き願いたいと思います。

上から３行目、印刷製本費２７万９,００

０円であります。わかりやすい財政状況、予

算編を作成し、全戸配付をしようとすること

で新たな予算組みとなっております。

次、財政管理費であります。

１、庁舎管理事業費の中ほどの業務委託料

の２行目、重要書類廃棄処理業務委託料４２

万６,０００円新規計上でありますが、平成

２０年度以降のシュレッダーの処理でござい

ます。

一つ飛びまして、案内板作製委託料５万

８,０００円でありますが、これは新規計上

でありますが、本庁舎内の案内配置看板の更

新による増額でございます。

このページの下側になりますが、２、町有

財産管理事業費でありますが、次の８１ペー

ジをお開き願いたいと思います。

上から３行目にあります修繕料３０７万

３,０００円であります。これは、３年ごと

の特殊建築物検査で指摘の職員住宅のバルコ

ニーの笠木モルタル剥離の修繕でございまし

て、１１２万３,０００円が増額となってお

ります。



－ 125 －

この費目の下、賠償金１９０万円でありま

すが、所有財産の管理に起因する損害賠償金

として１００万円、公用車の事故等によりま

す損害賠償金として９０万円の合計１９０万

円を計上しているものでございます。

その下の償還金利子及び割引料１１１万

５,０００円でありますが、平成２２年度に

導入いたしました多目的ワゴン車、それから

新年度の債務負担行為で御説明いたしました

ワゴン車及びバンの備荒資金組合への償還金

でございます。

次に、企画費であります。

２番、政策推進事業費でありますが、自治

基本条例推進関係費プラス一般事務費という

ことで増額となってございますが、非常勤職

員報酬につきましては、推進委員会４回分を

計上しております。

それから、印刷製本費９万６,０００円で

すが、「まち育新聞」の全戸配布を年３回分

計上いたしております。

その下の負担金、まちづくり推進事業負担

金７７万７,０００円でありますけれども、

昨年度と同様に、昨年度は１周年記念事業と

いうことで、まちづくり講演会、あるいは

フォトコンテストを実施いたしましたところ

でございますが、非常に町民の方からも好評

でありまして、住民参加をさらに勧めたいと

いう観点から、今年度においても、この講演

会、フォトコンテストを継続して実施したい

というものでございます。

その次の積立金１,０００円、科目設定で

ありますが、ふるさと寄附金のふるさとづく

り基金への積立金の科目設定でありまして、

利子積立金は、住民活動推進費へ組み替えを

しているものでございます。

３、行政改革推進事業費、非常勤職員報酬

でございますけれども、これは一般管理費か

ら組み替えをしたものでございますが、行政

改革推進委員会において、サービス制限条例

の検討で４回分を増額しております。

次に、８３ページをお開き願いたいと思い

ます。

事業の二つ目にあります、６、国内外交流

事業費、各種研修等報償４６万６,０００円

の計上でございます。国内外研修交流事業は

隔年実施により、新年度はその分減額となっ

ておりますが、継続してケンブリッジ交換留

学生の高校生２名の派遣及び２名の受け入れ

に対する報償費を計上しております。

次に、辺地対策費であります。

１、生活バス路線等維持事業費の中ほどに

なりますが、業務委託料、多目的バス運行委

託料６８０万８,０００円の計上でございま

す。これにつきましては、新年度、町営バス

の路線運行分につきましては、混乗スクール

バス化に伴い、教育費に組み替えをしており

ます。よって、この費目におきましては、昨

年度までの町営バス及び福祉バスの多目的利

用運行委託分のみを計上しておりまして、４

台分を計上しております。

次、補助金の生活バス路線運行維持費補助

金１,９２５万２,０００円でありますが、乗り

合いタクシーの通年運行及び各区バス路線の

運賃収入減により増額となってございます。

その下、積立金７万円ですが、代替輸送確

保対策事業基金利子の積立金で、年度末残高

は１,４９４万５,０００円となる見込みでご

ざいます。

次、交通安全費。

１、交通安全対策推進事業費、一番上段の

非常勤職員報酬１４９万３,０００円の新規

計上でございます。これは、交通安全指導員

１４名について、非常勤職員の報酬及び費用

弁償に関する条例、別表に明記したことに伴

い、報償費から報酬への予算の組み替えによ

る増でございます。

次に、８５ページをお開きください。

上段の下から２行目になります、積立金３

万８,０００円の計上であります。これは交

通安全推進基金利子の積立金で、基金の年度

末残高は１,０７５万５,０００円となる見込

みでございます。

次に、住民活動推進事業費であります。

中ほどの補助金の下のほうになりますが、
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まず、田中自治会１００周年記念誌作成事業

補助金２０万円でありますが、田中自治会が

１００周年を迎えるに当たって記念事業を開

催するわけですが、その際、記念誌を作成す

るということで、記念誌の作成費用の２分の

１を補助するものでございます。

その下、美和南公民館建替事業補助金、地

方債でも御説明いたしましたが、美和南公民

館の建てかえに伴う補助金で、補助金交付要

綱によりまして建築費８４０万円の２分の１

を補助するものであります。この補助金は、

限度額５００万円となっております。予定す

る建てかえする公民館につきましては、面積

５６.７平方メートル、木造平屋建てで対象世

帯は１９世帯、５３名とお聞きしております。

その下のまちづくり活動奨励事業補助金２

００万円でありますが、平成２４年度は補正

予算により対応させていただき、１件８０万

円の執行がなされているところでございます

が、新年度におきましては、１００万円が１

件、５０万円が２件分を計上させていただい

ております。

その下の積立金７８万３,０００円は、ま

ず企画費からの組み替えによる増でございま

す。この積立金は、ふるさとづくり基金利子

の積立金２６万３,０００円及び町村会から

のまちづくり人づくり推進交付金５２万円の

積立金で、年度末の基金残高は８,４７６万

９,０００円となる見込みでございます。

次、財政調整基金積立金５８６万７,００

０円でございますが、これにつきましては、

まず１点目、財政調整基金及び公共施設整備

基金並びに減債基金の３基金に係る利子の積

立金として５８６万６,０００円と、２点目

といたしまして、寄附金の科目設定に伴う積

立金として１,０００円であります。年度末

における基金残高は、財政調整基金が８億

９,１１１万４,０００円、公共施設整備基金

は６億５,６６５万５,０００円、減債基金は

３億１２５万２,０００円となる見込みでご

ざいます。

次に、諸費。

１、防災活動推進事業費の特別旅費１５万

４,０００円につきましては、防災士、宅地

危険判定士を養成するために２名の旅費を計

上したものでございます。

次の消耗品費９５万６,０００円につきま

しては、避難所の石油ストーブ３０台の６８

万８,０００円を予算計上したところでござ

います。

次の印刷製本費２６１万２,０００円は、

防災ガイドブック（パンフレット、ポス

ター）を作製する印刷製本費を計上したとこ

ろでございます。

次の業務等委託料の４行目になります避難

所看板作製設置業務委託料２７６万５,００

０円でありますが、避難所２３カ所に複数の

看板を新たに設置しようとするもので、３５

枚を見込んでございます。

次に、８９ページをお開き願いたいと思い

ます。

上段の、５、地上デジタル放送難視対策事

業費補助金、高野・美禽地区難視対策事業事

業補助金２,７８７万３,０００円の新規計上

であります。昨年度の栄森地区に続きまし

て、難視対策でございまして、対象世帯は１

８世帯、事業費は２,９７９万９,０００円の

見込みでありまして、国費、ＮＨＫ助成を除

く補助残に対しまして、個人で高性能アンテ

ナを設置する費用相当分を自己負担となるよ

うに、町から３４万６,０００円を組合に補

助するものでありまして、今後の維持管理費

用につきましては利用組合が負担するもので

あります。

次に、徴税費であります。

１、一般事務費、５行目になります特別旅

費５２万２,０００円であります。これにつ

きましては、債権管理条例、あるいはサービ

ス制限条例の制定に向けた債権回収による先

進地視察など、そのほか各種税務研修の費用

を新たに計上したものでござします。

３行飛ばしまして、手数料１９０万２,０

００円でございますが、新たな計上でござい

ますが、債権管理条例、あるいはサービス制
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限条例の制定に向けまして、弁護士の指導助

言をいただくための手数料３回分、２７万

３,０００円を増額計上しております。

次、業務等委託料、２行飛びまして、標準

宅地鑑定評価委託料７９３万７,０００円の

計上であります。平成２７年度に評価がえに

なるわけでございまして、それに向けまして

１３０地点の鑑定を行うものでございます。

次に、９１ページをお開き願いたいと思い

ます。

戸籍住民基本台帳費であります。

１、戸籍住民基本台帳事務費、５行飛ばし

て６行目になります、業務等委託料の下のほ

うになりますが、火葬許可申請書イメージ

データ作成委託料１８４万６,０００円新規

計上でありますが、これは、現在、紙ベース

の火葬許可書を改葬許可事務のためにデータ

化をするものでございます。

その次の除籍追加セットアップ委託料２０

７万５,０００円でございますけれども、こ

れは、現在、マイクロフィルムで保管してい

る古い除籍につきまして、画像イメージ化を

図るものでございます。これは、プリンター

の老朽化によりまして、今度支障を来すこと

から画像イメージ化を図ろうとするものでご

ざいます。

次の電算機器借上料３１２万８,０００円

でございますけれども、これは１０月からの

更新とともに、災害に備え副本データ管理シ

ステムの追加ということで、遠隔法務局での

バックアップ体制をとるものでございます。

次に、９５ページをお開き願いたいと思い

ます。

中ほどの、参議院議員選挙費７４５万９,

０００円でございますが、本年７月に任期満

了となる参議院議員選挙費を計上したもので

ございます。

このページの下になりますが、農業委員会

委員選挙費８１万円、これにつきましても平成

２６年４月１６日任期満了となる農業委員会

委員選挙費を計上したところでございます。

次、９７ページをお開きください。

中ほどの１、統計調査事業費。

○議長（古舘繁夫君） 部長、ページ数今何

と言った。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 失礼いたしまし

た、９５ページであります。

１、統計調査事業費、調査委員報酬１１７

万７,０００円でありますが、本年、住宅土

地統計調査が実施されるための増額となって

おります。

その下の事務事業協力報償５７万８,００

０円、これは新規計上でありますが、本年美

幌町農業基本調査を実施するための調査委員

協力報償４２人分の計上であります。

次、業務等委託料、農業基本調査電算集計

処理委託料１４万７,０００円の新規計上で

ありますが、報償費で説明いたしました農業基

本調査の電算処理分の委託料でございます。

次に、９７ページをお開きください。

このページにつきましては、前年度と大き

く変更はございません。

次に、９９ページをお開き願いたいと思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） 暫時休憩をします。

再開を１時１５分といたします。

午後 ０時 １分 休憩

────────────────

午後 １時１５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） それでは、午前

中に引き続き、説明を続けさせていただきた

いと思います。

予算書の９９ページをお開きください。

民生費であります。総額は２０億９,７０

２万６,０００円でございます。

社会福祉総務費一般事務費の機械器具１８

９万円でございます。平成２１年度より年次

的に整備してきております高齢者等住宅の間

口の除雪対策として、小型除雪機を平成２４

年度まで１４台導入し、引き続き新年度に３
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台を社会資本整備総合交付金により導入する

ものでございます。

その次の補助金、社会福祉協議会４０周年

記念事業補助金でありますが、４０周年記念

に当たって、記念誌を作成する２分の１を補

助するものでございます。

その次、積立金１０４万６,０００円、こ

れは、福祉基金利子の積立金１０４万５,０

００円と、寄附金の科目設定１,０００円分

でございます。年度末残高の見込みは２億

７,６５３万６,０００円の見込みでございま

す。

次、３番、他会計負担金事業、繰出金、国

民健康保険特別会計繰出金１億６,３７５万

８,０００円でございますが、これにつきま

しては、まず国保基盤安定支援分として１億

７１０万２０００円、事務費分として２,３

６８万７,０００円、出産一時金分として１,

１２０万円、国保財政安定化支援分として

２,１７６万９,０００円について、一般会計

から国保会計へ繰り出すものでございます。

その次、社会福祉施設費の１、施設維持管

理事業費につきまして、次の１０１ページを

お開きください。

上から３行目、修繕料３４０万４,０００

円でございます。これは、子ども発達支援セ

ンターの療育指導で使用しているコミュニ

ティセンターの集会室の床張りかえ修繕とし

て、１４４万４,０００円を計上しているも

のでございます。

次、実施設計委託料、耐震補強実施設計委

託料３２９万７,０００円でございます。こ

れは、平成２４年度実施のコミュニティセン

ター耐震診断結果に基づき、大集会室の補強

を行うため新年度実施設計に着手するもので

ございます。

その次、教育備品１２１万６,０００円で

ございますが、これは、コミュニティセン

ター卓球台１３台のうち、新年度において町

単費で８台を更新する費用を計上し、残りは

補助事業を要望する中で、次年度に計画をし

ているものでございます。

次、高齢者福祉費でございます。

１、一般事務費、非常勤職員報酬１０万

１,０００円新規計上でございます。これ

は、議案第１６号で御説明いたしました附属

機関に関する条例により、新たに美幌町高齢

者保健福祉介護保険事業推進委員会委員１８

名、１回分の報酬を計上したところでござい

ます。

次、補助金の４行目になります緑の苑ユ

ニット型個室利用者負担激変緩和事業補助金

６００万円でございますが、対象者が７４名

から４３名に減少したことによる減でござい

ます。

次の緑の苑多床室運営費補助金３５８万

８,０００円につきましては、介護報酬単価

の改定による増額となってございます。

２、在宅福祉事業費、消耗品費１１４万

９,０００円でございますが、緊急通報装置

の一部が備品から組み替えとなったことによ

る消耗品の増額でございます。

業務等委託料の一番下、在宅福祉サービス

委託料５１９万２,０００円でございます

が、まず一つ目に、訪問入浴サービス利用者

減に伴う委託料単価の増で７０万円が増。二

つ目に、新年度からの乗り合いタクシー本格

運行に伴う従前福祉バス路線利用者に係る無

料代替券発行分委託料の増として１９２万円

を計上したところでございます。

次に、１０３ページをお開きください。

上から４行目になります機械器具９９万

１,０００円は、緊急通報装置２３台分の計

上でございます。

２行飛びまして扶助費、１行飛びまして住

宅改修費助成９０万円でございます。これ

は、介護保険及び障害者自立支援制度利用者

以外の高齢者や身体障害者に対して、手すり

や段差解消などの住宅改修に係る助成で、限

度額は、工事費の上限が１０万円で、その９

割を助成するもので、新年度は１０件分を計

上しているところでございます。

３、生きがい対策事業費、これにつきまし

ては、福祉バスが乗り合いタクシーに移行し
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たことによる予算の組み替え及び自立デイ

サービス運営委託料の事業間組み替えによる

減額となってございます。

次、４、施設運営事業費の臨時職員賃金と

嘱託職員賃金につきましては、今まで臨時職

員賃金として組んでいた管理人が定年退職に

伴いまして、嘱託職員として今回１名分計上

したものでございます。

次、業務委託料の、一つ飛んで自立デイ

サービス運営委託料７５６万６,０００円に

つきましては、生きがい対策事業費からの組

み替えによる増でございます。

次、１０５ページをお開きください。

５、施設措置事業費の扶助費、老人保護措

置費４,１４８万４,０００円でございます。

これは、美幌町民が町外の養護老人福祉施設

に入所しております２１名の方と現在入所相

談中の２名の方を見込み、合計２３名に対す

る措置費を計上したところでございます。

６、後期高齢者医療費、負担金、療養給付

費負担金２億３,９４０万６,０００円でござ

います。後期高齢者医療広域連合で支払いす

る医療給付費に要する町の公費負担分で、国

が６分の４、道が６分の１、町が６分の１を

負担するものでございます。

７、他会計負担金事業費、繰出金。まず、

後期高齢者医療特別会計繰出金８,６２７万

８,０００円でございますが、保険料の軽減

に係る保険基盤安定分として６,２５７万７,

０００円、広域連合市町村負担分として６８

４万円、市町村事務費分として１,６８６万

１,０００円について、一般会計から繰り出

しするものであります。

次の介護保険特別会計繰出金２億３,４３

３万８,０００円につきましては、介護給付

に対するルール分として１億７,４４２万７,

０００円、人件費その他経費分として４,３

９８万円、包括的支援事業及び任意事業分と

して１,５５１万８,０００円、介護予防事業

分として４１万３,０００円を一般会計から

繰り出しするものでございます。

次に、国民年金事務費については、変わり

はございません。

障害福祉費、一般事務費、非常勤職員報酬

３万４,０００円新規計上でありますが、こ

れは先ほども説明しましたが、附属機関の条

例改正によりまして、新たに美幌町福祉有償

運送運営協議会の委員６名１回分の報酬を計

上したものでございます。

次に、１０７ページをお開きください。

上段の補助金の、１行飛びまして、北海道

療育園美幌療育病院開設準備補助金３,６３

４万１,０００万円でありますが、これは、

美幌療育園の開設に伴う補助金を１０年賦で

執行していたものでありますが、２５年度は

最終年でありまして、１年目から９年目まで

は年３,３００万円、１０年目であることし

最後が残額となりますので、３,６３４万１,

０００円という端数のついた予算の計上でご

ざいます。

次、事業一つ飛びまして、３、障害者自立

支援事業費の非常勤職員報酬２１万３,００

０円、これにつきましても、先ほど来説明し

ております附属機関の条例改正に伴いまし

て、美幌町障害者自立支援協議会の委員１９

名２回分の報酬を計上したものでございま

す。

次、業務等委託料、１行飛びまして地域生

活支援事業業務委託料２,９００万２,０００

円でございますが、特に増減といたしまして

は、日中一時支援事業ほか５０５万２,００

０円の減額、訪問入浴が９６万６,０００円

の増額となっております。

３行飛びまして、障害者等交流活動セン

ター支援事業委託料１７８万６,０００円に

つきましては、平成２５度は緊急雇用創出推

進事業の対象外のため、事業規模減少による

減額となってございます。

次、扶助費の４行目、自立支援医療給付費

４,２５７万円であります。腎臓障害による

人工透析の入院、通院、薬剤、生活保護者に

対する給付及び肢体不自由による人工関節の

入院給付並びに新年度より道から権限移譲を

受けた障害のある１８歳未満の育成医療給付
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金を計上してございます。

次、１行飛びまして、介護給付費・訓練等

給付費４億９,４０１万２,０００円でござい

ます。主な増額の理由といたしましては、２

点、まず１点目は、介護給付費で３,４１６

万４,０００円の増、訓練等給付費で２,９８

３万円の増、いずれも利用増に伴う増額でご

ざいます。

次、１０９ページをお開きください。

下段になります児童福祉総務費、一般事務

費の非常勤職員報酬３３万６,０００円につ

きましても、附属機関の条例改正に伴いまし

て、ここでは美幌町次世代育成支援推進協議

会の委員２０名の３回分の報酬分を計上した

ものでございます。

２、子ども発達支援センター事業、２行飛

びまして、臨時職員賃金９１５万９,０００

円でございます。通所者の増加に伴いまし

て、指導員を３名から４名体制に強化するも

ので増額となってございます。

次に、１１１ページをお開きください。

中ほどの３、学童保育所設置事業費、一行

飛びまして臨時職員賃金９７３万８,０００

円でございますが、障害児の新規利用予定に

対応し、看護師等指導員の強化による増と

なってございます。このページは、ほかには

主になった増減はございません。

次に、１１３ページをお開きください。

一番下の段、保育園費でございます。

保育園運営事業費の臨時職員賃金４,４４

１万８,０００円でございますが、美幌保育

園正職員の栄養士の定年退職に伴いまして、

臨時調理員１名の採用による賃金の増額でご

ざいます。このページは、ほかに特別増減は

ありません。

次に、１１５ページをお開きください。

下段になりますが、季節保育所費でござい

ます。運営事業費の中ほどの修繕料２２８万

円でございますが、中央保育所、屋上防水改

修として２２０万５,０００円の増額となっ

てございます。

次に、１１７ページをお開きください。

これは下段になりますが、児童措置費で、

児童手当支給事業費の扶助費、児童手当でご

ざいますが、２億７,１１９万円でありま

す。平成２４年６月から所得制限が設けられ

たため、制限額以上の世帯につきましては、

特例給付として月額一律５,０００円の支給

となったところでございます。

次に、１枚飛ばしまして、１２１ページを

お開きください。

衛生費でございます。総額は７億９,９２

０万７,０００円でございます。

まず、１、一般事務費の負担金の一番下、

北見赤十字病院運営費負担金１,６１９万３,

０００円、新規計上でございます。内容は、

第２表債務負担行為で御説明いたしました負

担金で、本町の負担総額４,８５７万７,００

０円のうち、債務負担行為の分３,２３８万

４,０００円を除いた分を平成２５年度予算

で計上したところでございます。

一つ飛びまして、医療従事者就業支援補助

金３１５万円、新規計上でございます。これ

は、看護師を初めとする医療従事者の確保が

地方において非常に厳しい状況にあることか

ら、町内に潜在する技術者や町外の技術者が

町内の医療機関等に就業した場合、１年目は

住宅準備金として２０万円と就業支援金とし

て２５万円を、２年間、３年間、就業した場

合は、それぞれ年２５万円を補助する制度を

新設し、地域の医療従事者の確保を図るもの

で、新年度は７名分を計上したところでござ

います。

次に、２、乳幼児医療費助成事業費の４行

目、扶助費、１行飛ばしまして、未熟児養育

医療費扶助２１０万円の新規計上でございま

す。新年度から道より権限移譲を受けたもの

で、７名分を計上しております。

事業を一つ飛ばしまして、４、他会計負担

事業費の負担金、美幌・津別広域事務組合負

担金１,１２７万２,０００円につきまして

は、火葬場の運営に要する一般会計からの負

担金でございます。

水道事業会計負担金２３万２,０００円
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は、公共施設の無償給水に係る一般会計から

の負担金であります。

次の病院事業会計負担金１億８,７５６万

２,０００円でありますが、これにつきまし

ては、まず、救急医療に要する経費として

３,７９９万１,０００円、高度医療に要する

経費として２,４９２万７,０００円、建設改

良に要する経費として２,８７７万７,０００

円、小児医療に要する経費として１,４６５

万円、小児救急医療に要する経費で１,３１

２万５,０００円、医師確保対策に要する経

費として２７万２,０００円、不採算診療分

として６,７３２万円、自治体病院再編経費

改革プラン経費として５０万円を計上したと

ころでございます。

次に、投資及び出資金９,４１３万５,００

０円でございます。これは、病院の企業債元

金償還分として７,２２４万９,０００円、医

療機器購入分として１,９７４万３,０００円

と、水道の簡易水道に係る企業債元金分とし

て２１４万３,０００円を計上したところで

ございます。

次の繰り出し金の個別配水処理特別会計繰

出金３,４９５万２,０００円は、地方債の償

還分として６８５万４,０００円、資本費の

ルール分として１,１７５万８,０００円と、

基準外分として１,６３４万円を繰り出しす

るものであります。

次に、１２３ページをお開きください。

一番上段の、１、感染症対策事業費の４行

目、業務委託料の一番下、エキノコックス症

検査委託料４１万６,０００円は、近年の発

症事例が増加していることから、自己負担を

無料化をし、受診拡大を図ろうとするもので

ございます。

次、２、予防接種事業費の業務委託料、個

別予防接種委託料３,３９５万６,０００円で

あります。インフルエンザ予防接種につい

て、高齢者以外の非課税世帯への全額公費負

担を新年度から廃止をいたしまして、かわり

まして、高齢者に対する肺炎球菌ワクチンの

２分の１公費負担を後期高齢者医療特別会計

で計上し、新年度から開始しようとするもの

でございます。

次、３、母子保健事業費の業務委託料の５

行目になります発達支援教室委託料と５歳児

相談委託料につきましては、報償費からの予

算組み替えでございます。

一つ飛ばしまして、教育備品であります

が、松緑神道大和山様からいただきました御

寄付を財源といたしまして、発達支援教室用

の遊具の購入をしようとする４１万円でござ

います。

次に、１２５ページをお開きください。

４、健康づくり事業費、中ほどの業務委託

料、まず、がん検診委託料１,６０１万８,０

００円でございます。各種がん検診の自己負

担額について、７５歳以上を検診費用の約１

０％程度、それ以外は約３０％程度と昨年ま

でしてきましたけれども、より受診しやすい

環境に改め、早期発見を図るがん検診を強化

するために、新年度からは、全員約１０％程

度に負担軽減し、受診者増を図っていこうと

するものでございます。

次の特定健診委託料１８８万４,０００円

につきましても、がん検診と同様に７５歳以

上と、それ以外の者の格差を廃止いたしまし

て、負担軽減をし、受診者増を図っていこう

とするものでございます。

一つ飛ばしまして、検診データ作成委託料

１００万円でございます。これは、法改正に

よるプログラム改修費用でございます。

その下の肝炎ウイルス検査委託料５２万

９,０００円は、新年度から全額公費負担で

実施をしようとするものでございます。

ほかは、特に変わりはございませんので、

次に１２７ページをお開きください。

上段の２、緑化推進事業費の業務委託料、

樹木診断委託料３６万円、新規計上でござい

ます。これは豊富にあります保存樹木ハルニ

レの根回りに空洞が発生しましたので、その

治療のために診断を行おうとする委託料の計

上でございます。

次に、１、保健福祉総合センター維持管理
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事業費でございますが、ここの社会保険料、

それから、臨時職員賃金、嘱託職員賃金、そ

れから業務委託料の中の健康診断委託料、こ

れにつきましては、これまで運動指導業務を

社会福祉協議会に委託しておりましたが、新

年度からは健康推進担当による直営といたし

まして、保健事業と一体化を図ることで効果

的な各種教室を展開することといたしたこと

から、指導員による経費を直接予算計上した

ものでございます。嘱託職員賃金の２１１万

円につきましては、その指導員のうち１名を

常勤指導員として配置することで嘱託化を図

るものでございます。

次の修繕料１９２万５,０００円につきま

しては、ろ過装置のろ過材の交換といたしま

して５２万５,０００円の増額が含まれてご

ざいます。

次、施設維持管理事業委託料の一番下にな

ります施設維持管理定期点検委託料１８万円

の新規計上でございます。これは、設置後、

保健福祉総合センターが８年を経過し、経年

によって設備にふぐあいが発生してきている

ために、大規模修繕とならないように、点検

を実施をしようとするものでございます。

次に、１２９ページをお開きください。

清掃費であります。１、塵芥収集事業費、

２行飛びまして、業務等委託料の１行飛びま

して、資源ごみ収集と運搬業務委託料２,１

２１万３,０００円でございます。平成２４

年度から２年間で、それぞれ１名ずつ人員増

を図っているための増額となってございま

す。

次の農村ごみ収集運搬業務委託料４７９万

３,０００円でございますが、農村地区一般

ごみの収集回数を、新年度から月１回から２

回に拡充するために増額となっているもので

ございます。

１行飛ばしまして、その他プラスチック収

集運搬業務委託料９７３万５,０００円でご

ざいますが、これも１名人員増による増額と

なっているところでございます。

事業を一つ飛ばしまして、３、ごみ処分場

維持管理事業費で、１行飛びまして特別旅費

２４万６,０００円の新規計上であります

が、廃棄物処理施設技術管理の管理者の養成

旅費として計上したところでございます。

２行飛びまして、光熱水費６８６万７,０

００円でございますが、平成２４年１０月か

ら第３期の埋立処分場が供用開始となったこ

とによる増額となってございます。

次に、１３１ページをお開きください。

一番上段の工事請負費、第２期埋立処分場

整備工事８２０万円の計上でございますが、

第２期埋立処分場の最終覆土に向けた遮水

シート敷設工事を平成２５年から２６年の２

カ年で行うものでございます。

次、１３３ページをお開きください。

労働費でございます。総額は３,６３５万

８,０００円でございます。

１、労働対策事業費の業務委託料、雇用対

策事業委託料１,５００万円の計上でござい

ます。季節労働者を初めとする雇用対策とし

て、春季・冬季に町道、公園、河川、学校、

その他公共施設の支障木伐採や枝打ち、ある

いは清掃、除雪など就労の場を確保するため

の委託料の計上でございます。

補助金、１行飛びまして、美幌高等職業訓

練校創立５０周年記念事業補助金３０万円で

ございますが、５０周年記念に当たり記念誌

を作成するための２分の１の補助金の計上で

ございます。

貸付金１,８００万円につきましては、勤

労者住宅建設資金貸付金で、利用件数の減少

による５００万円の減額でございます。

次に、１３５ページをお開きください。

農林水産業費でございますが、総額は６億

４０１万８,０００円でございます。

一番下の段になります農業総務費の一般事

務費、３行目各種研修等報償７万９,０００

円の新規計上でございますが、ＴＰＰ町民セ

ミナー１回分の計算計上でございます。

次、業務等委託料のＴＰＰ対策用啓発資材

と作成委託料９万１,０００円の新規計上で

ございますが、啓発のぼりの更新分として５
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０枚分を計上したものでございます。

次、１３７ページをお開きください。

２段目の農業振興費の１、一般事務費の業

務等委託料、２行目にあります農業振興地域

土地利用計画図作成委託料５０万９,０００

円の新規計上であります。農業振興地域の全

体見直しを実施するために、平成２５年度は

土地利用計画図を作成するものであります。

次、補助金の２行目、てん菜作付奨励事業

補助金８５０万円であります。てん菜作付面

積の減少を抑えるために、維持、あるいは拡

大する農業者に対して、昨年度と同額の補助

をするものでございます。

その次の、てん菜生産労働力確保緊急対策

事業補助金４９万５,０００円の新規計上で

ございます。これにつきましては、てん菜作

付減少の要因の一つであります播種作業、定

植作業における労働力不足を補うため、苗立

て、苗どり、苗運搬、あるいは移植機への苗

提供などの補助作業を行う季節労働者の賃金

の一部を補助する制度を設けることとしたも

のでございます。季節労働者賃金、日額８,

９４４円のうち、２,９４４円を補助するこ

とで、生産者の負担を一日６,０００円とす

るもので、平成２５年度の予算は、延べ１６

８人分を計上したものでございます。

次、２、農業担い手確保育成事業費の補助

金の２行目、青年就農給付金４５０万円の新

規計上でございます。この経費につきまして

は、昨年度は９月の議会で補正をいただきま

した分でございますが、国の新規就農総合支

援事業を活用した間接補助により、経営開始

後、不安定な経営を支援するもので、年間１

人１５０万円、平成２５年度は３名を予定し

ております。補助率は１０分の１０でござい

ます。

次、１３９ページをお開きください。

二つ目の事業になります。５、エゾシカ対

策事業費、非常勤職員報酬４０万４,０００

円でございますが、これも附属機関の条例で

御説明いたしました鳥獣被害対策実施隊員１

８名、４回分の出動報償分を計上したもので

ございます。

その下の自動車等借り上げ料２１万６,０

００円は、この実施隊が実際に駆除を行う際

の車の借り上げ料を計上したものでございま

す。

次の６、みらい農業センター費の２行目、

嘱託職員賃金１,１２１万９,０００円であり

ますが、新たに、みらい農業センター所長の

新規採用に伴う増額を見込んだものでござい

ます。

ほかは、前年と変わったところはございま

せん。

次に、１４１ページをお開きください。一

番上段になります補助金、新規就農予定者農

業実習支援事業補助金１１４万円であります

が、農業研修補助１名、４カ月分、６０万円

の増額となっております。

次の７、経営所得安定対策事業費補助金、

経営所得安定対策事業補助金２１６万７,０

００円でありますが、戸別所得補償制度を円

滑に実施するための事務費の間接補助でござ

います。

次、８、環境保全型農業直接支援対策事業

費補助金、環境保全型農業直接支援対策事業

費補助金４５２万６,０００円の計上でござ

いますが、昨年度に引き続き実施される道の

補助事業で、新年度は有機農業３戸、４３.

５ヘクタール、エコファーマー１３戸、６

９.６３ヘクタール分でございます。

次、畜産業費、畜産振興事業費の補助金の

優良肉用牛導入推進事業補助金１１２万５,

０００円でありますが、優良種牝牛確保のた

めに従来の補助制度を見直し、購入上限額３

４万だったものを、３４万円から５０万円に

引き上げるとともに、補助率を町、ＪＡ、そ

れぞれ１５％ずつだったものを、それぞれ２

５％に引き上げて強化を図るものでございま

す。２５年度予算は、１０頭分の計上でござ

います。

その次の乳用種性判別凍結精液助成事業補

助金１１６万６,０００円につきましては、

後継牛確保のため価格が高く普及率の低い性
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判別凍結精液使用に際し、１本７,０００円

のうち、町、ＪＡ、それぞれ２５％ずつを補

助し、牝牛確保を図るものでございます。牝

牛の出生確立は、この精液を使うことによっ

て９割と言われてございます。２５年度は３

７０頭分の予算を計上しております。

次、一番下の段になります事業、３、牧野

維持管理事業費でございますが、次の１４３

ページをお開きください。

中ほどよりちょっと上になりますが、施設

維持管理等委託料の一番下、美幌峠牧場浄水

場濾過池等清掃作業委託料１０８万円の計上

であります。平成１６年以来実施していない

ろ過池の清掃を実施しようとする経費でござ

います。

２行飛びまして、原材料費２７９万９,０

００円でございますが、人工授精用の凍結精

液の購入で７９万８,０００円の増額となっ

てございます。

下の段、農地費の２番目の事業、２、道営

土地改良事業費の負担金の各地区の負担金に

つきましては、工事内容につきまして、後ほ

ど副町長より御説明を申し上げます。

次、１４５ページをお開きください。

この段の一番下、４、土地改良事業団体連

合会負担事業費の負担金、道土地改良事業団

体連合会負担金２３２万２,０００円であり

ますが、道営土地改良事業費の増額に伴う連

合会負担金の増額であります。

一番下になりますが、みどりの村運営事業

費でありますが、まずは、財団法人美幌みど

りの村振興公社は、新公益法人制度に基づき

まして４月１日に一般財団へ移行する準備を

進めておりまして、このため新財団へ出損金

３００万円及び公益事業に対する負担金２０

７万６,０００円を新規計上しているもので

ございます。

この事業費の一番上にあります修繕料２０

０万円の新規計上につきましては、グリーン

ビレッジのトイレの和式便器を全て洋式化に

改修するものでございます。

一番下の負担金につきましては、先ほど説

明した内容でございます。

次、１４７ページをお開きください。

一番上、みどりの村振興公社管理運営費負

担金２,５１３万７,０００円でありますが、

契約職員１名増員による増額となってござい

ます。投資及び出資金につきましては、先ほ

ど説明した内容の出損金３００万円の計上で

ございます。

次、林業費でありますが、２番目の林業推

進事業費の中ほどの業務等委託料の４行目、

木質チップ運搬委託料４４万１,０００円の

新規計上でありますが、これはジェイバー制

度において計量が必要なために高野の計量機

までの運搬委託分の計上でございます。 一

番下の補助金、町産材活用促進事業補助金

１,２００万円でございますが、これは、Ｆ

ＳＣ認証材を活用した新築、または増改築に

対し、認証材１立方メートル当たり４万円

で、限度額１００万円の１５棟分を計上して

いるところでございます。

その下、木質ペレットストーブ購入補助金

１００万円でありますが、道の補助事業廃止

に伴う予算費目の組み替えで、昨年度と同様

５台分を計上しているものでございます。

次、１４９ページをお開きください。

３、林業施設維持管理事業費、施設維持管

理等委託料の２行目、森林公園管理業務委託

料１３７万３,０００円でありますが、常用

型草刈り機の更新ということで、９４万５,

０００円が増額となっております。

次、林業振興費であります。

事業番号４、民有林振興対策事業費の補助

金の２行目、未来につなぐ森づくり推進事業

補助金３,２７６万円でございます。民有林

の伐採跡地の確実な植林を行う事業に対しま

して支援するもので、新年度は２００ヘク

タールを予定し、事業費は１億２,６００万

円で、町が２６％助成することにより、１６

％分が道から町へ助成されるもので、実質、

町の負担は１０％分の１,２６０万円となる

ものでございます。

次、町有林造林事業でありますが、次の１



－ 135 －

５１ページをお開きください。

上から５行目、業務等委託料、１行飛びま

して造林作業委託料１,４０３万１,０００円

であります。ことしの委託事業の内容としま

しては、除伐が１１.３６ヘクタール、造林

が９.６ヘクタール、下刈りが４５.０１ヘク

タール、市街地造林が１０.３２ヘクタール

を実施しようとするものでございます。

その下の次の次の次でしょうか、庁用備品

２０万５,０００円とありますが、これは森

林所有者情報整備事業用のパソコンの更新で

ございます。

このページは、ほか変わったところはござ

いません。

次、１５３ページをお開きください。

商工費でございます。総額は３億６,６７

５万８,０００円でございます。

１、商工総務推進事業費、非常勤職員報酬

１１万２,０００円は、先ほど来説明してお

ります附属機関に関する条例制定によりまし

て、ここでは美幌町新エネルギー導入推進委

員会の委員１０名の２回分の報償費を計上し

ております。

次、業務等委託料、太陽光発電システム設

置モニター委託料２００万円でありますが、

一般家庭への普及促進を図るため、モニター

を条件に１件当たり１０万円を限度に、２０

件分を計上しているところでございます。

その下、道再生可能エネルギー推進機構負

担１万円でございますが、平成２４年度に設

立をいたしました、この推進機構に賛助会員

として加入をし、情報入手を図ろうとするも

のでございます。

次、商工業振興費であります。

事業番号２番、商店街活性化事業費の補助

金の、１行飛びまして、町内消費拡大セール

事業補助金９００万円でございます。平成２

２年度から３年間実施してきましたスマッ

ピーカード、プレミアムプリペイドカード

チャージ事業への支援、町内消費拡大セール

事業補助金は、地元消費拡大に効果があり、

町民の皆様にも大変好評でありますが、特に

若者世代の購買流出の抑制効果は不明確であ

りまして、新年度は新たな取り組みといたし

まして、従来の３０％プレミアムチャージ事

業に加え、若者の地元消費を促すヤングサ

ポートプレミアムチャージ事業を実施するこ

ととし、これらを若者に対しては５０％プレ

ミアムの事業を実施しようとするものでござ

います。

次の、空き店舗活用事業補助金４０万円で

ありますが、平成２４年１１月から１件の対

象があり、新年度は８カ月分を計上するとと

もに、新たに新規分といたしまして１件分を

計上しているものでございます。

以下、特に変更がございませんので、次の

１５５ページをお開きください。

下のほうになりますが、事業番号４番、観

光施設維持管理事業費の２行目、修繕料４７

７万円であります。峠の湯各種設備修繕料増

のほかに温泉井戸の調査に伴う事前改修費と

して１２６万７,０００円の増額となってご

ざいます。

次の業務等委託料、交流促進センター泉源

坑井内調査委託料３１万１,０００円でござ

いますが、これは先ほど修繕料で申しました

改修の調査費でございます。

次に、１５７ページをお開きください。

上から２行目、負担金、１行飛びまして峠

レストハウス維持管理等負担金２６万３,０

００円の新規計上であります。これは、峠の

レストハウスの雨漏りの改修に要する費用を

商工会議所と折半で負担するものでございま

す。

次に、消費者対策事業費の業務等委託料、

消費者生活相談業務委託料４３０万７,００

０円でありますが、相談体制の強化を図るた

め、相談員２名体制の構築による増額となっ

てございます。

次、１５９ページをお開きください。

土木費であります。総額は９億９,７３２

万２,０００円でございます。

一番下の段になります。道路橋梁維持管理

事業費の下から３行目、修繕料２,４９１万
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円でありますが、道路大規模改修修繕で３０

０万円の増となってございます。

次、１６１ページをお開きください。

一番上段の業務等委託料の２行飛びまし

て、橋梁長寿命化修繕計画策定委託料９００

万円でございます。平成２３、２４年度の２

カ年間で調査を実施し、新年度はこの結果に

基づき修繕計画の策定を行うものでございま

す。

次に、工事請負費でございまして、三つ目

の町道２９号側溝排水路整備工事１,０００

万円でございますが、これは登栄地区の町道

側溝排水路の老朽化による布設がえで、１３

０メーターの布設がえをするものでございま

す。

事業番号２番、除雪対策事業費は、昨年度

除雪ダンプ購入費４,２００万円を計上して

おりましたが、この分が主な減額の理由でご

ざいます。

次に、１６３ページをお開きください。

１、道路新設改良事業費、実施設計等委託

料、町道５０５号ほか実施計画基礎調査業務

委託料２１０万円でございますが、将来、補

助事業により改良工事を行うための基礎調査

で、新町、東１条南１丁目から５丁目、さら

には緑園通の３路線、１.９キロメートルを

基礎調査をするものでございます。

次、工事請負費につきましては、後ほど副

町長から説明を申し上げます。

次、１６５ページをお開きください。

都市計画費の２、都市計画変更事業費８９

４万４,０００円でございますが、この事業

費にかかる経費といたしましては、用途地域

の見直しを図るために、都市計画現況図を作

成するとともに、土地利用、都市計画の再考

を協議する予算を計上したところでございま

す。

次、公園維持管理事業費でございますが、

下のほうになりますが、工事請負費、簡易水

洗トイレ設置工事６３万円であります。新年

度、ライラック公園に設置します簡易水洗ト

イレ１基分の設置工事でございます。

一番下の行、その他の備品３０万３,００

０円になりますが、簡易水洗トイレ１基分の

購入費であります。

次に、１６７ページをお開きください。

公共下水道費の繰出金、公共下水道特別会

計繰出金３億２,１３４万８,０００円であり

ます。雨水処理に要する経費、地方債償還

金、水洗便所普及費、汚水処理費のほか基準

外の一般会計からの繰出金であります。

次、住宅費であります。

１、一般事務費の補助金、住宅リフォーム

促進補助金４,９５０万円であります。建設

後５年以上経過した住宅をリフォームする

際、一定の条件下におきまして助成するもの

で、対象工事費は５０万円以上で、補助率は

２０％以内、補助金の限度額は５０万円で、

新年度は１５０件分を計上しております。

住宅耐震改修補助金１５０万円でございま

すが、昭和５６年５月３１日以前に建築した

住宅の耐震化工事を実施する場合、一定の条

件下において助成するもので、工事費が２０

万円未満の場合は全額を、２０万円以上２０

０万円未満の場合は２０万円を、２００万円

以上の場合は３０万円を助成するもので、新

年度は５件分を計上しております。

次、住宅管理費の住宅維持管理事業費の修

繕料２,９４９万２,０００円でありますが、

美園公営住宅の屋根吹きかえを平成２５年度

から年次的に行い、長寿命化を図ることと

し、平成２５年度は５棟２０戸分の１,１０

０万円が増額となってございます。

次、実施設計等委託料、駐車場整備実施設

計委託料５００万円でございます。公営住宅

駐車場の必要区画を確保するとともに、有料

化に向けた整備のために、仲町、三橋南、

南、美富の４団地の実施設計に着手するもの

でございます。

次、工事請負費の灯油集中供給設備改修工

事３,６５７万２,０００円でありますが、平

成２４年度から３カ年計画で実施しているも

ので、２５年度は仲町、三橋南、美富、南団

地の１４４戸を実施し、平成２６年度、南団
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地１４８戸で完了となる見込みでございま

す。

次、１枚飛ばしまして、１７１ページをお

開きください。

消防費でございます。消防費の総額は４億

６,６５７万円でございます。消防費の内容

につきましては、後ほど副町長より御説明を

申し上げます。

それでは、１７３ページをお開きくださ

い。

教育費であります。総額は８億９,４５３

万３,０００円でございます。

２段目になります。事務局費の負担金、福

豊小学校閉校行事負担金１４０万円でござい

ます。平成２６年３月末をもって閉校となる

福豊小学校の閉校行事、中身は記念行事、式

典、ＤＶＤ作製などを計画しているものでご

ざいますが、これにかかる負担金の計上でご

ざいます。

次、教育振興事業費、非常勤職員報酬３万

４,０００円でございます。これにつきまし

ても、附属機関の条例化により位置づけられ

たもので、美幌町就学指導委員会委員３名、

２回分の報酬の計上であります。

１行飛びまして、臨時職員賃金９１５万

２,０００円でございます。これにつきまし

ては、平成２３年４月の法改正により、小学

校１年生の学級編成が３０年ぶりに４０人か

ら３５人へと引き下げられまして、平成２４

年度からは２年生についても対象となりまし

た。しかし、全ての学年で実施されないこと

から、３年生はもとの４０人学級へ編成しな

ければならなくなってしまうために、本町に

おいては、昨年度、旭小学校の３年生が３９

名となる予定から、町単独で期限つき教諭を

配置し、３５人学級を実施したところであり

ますが、新年度は旭小学校４年生が４０名と

なり、また美幌小学校３年生が３７名となる

予定から、町単独による期限つき教諭２名を

配置し、３５人学級を実施するものでござい

ます。

次に、１７５ページをお開きください。

上段のほうになりますが、負担金の下段の

ほうになります、公開研究会負担金１８万円

というのがあろうかと思いますが、これは福

豊小学校の実践例を後世に残すための公開研

修費の負担金でございます。

次、補助金の３行目、北見柏陽高等学校創

立９０周年記念事業補助金１０万円でござい

ます。柏陽高校の９０周年を迎えるに当たり

まして、記念誌の作成費として、その一部を

１市５町で補助するものでございます。

一番下の段になります学校保健事業費につ

きましては、次の１７７ページをお開きくだ

さい。

下のほうになりますが、教育備品といたし

まして３３万９,０００円を計上しておりま

す。これは美幌小学校、それから美幌中学校

の聴力検査機器の更新でございまして、２０

年使用したものの更新でございます。

次、語学指導外国青年招致事業費、非常勤

職員報酬、さらに社会保険料でございます

が、これは先ほど来説明をいたしました語学

指導外国青年、ＡＥＴにつきましては、特別

職から新年度から非常勤職員に位置づけを変

えることから、職員給与費として今まで計上

してきたものを、ここの報酬、あるいは社会

保険料で組み替えをするものでございます。

下の段になります。小学校費の学校管理事

業費は、１７９ページをお開きください。

上から３行目になります修繕料１,１０４

万４,０００円であります。一つには、東陽

小学校の体育館屋根雨漏り修繕といたしまし

て１２３万４,０００円、もう一つ、旭小学

校、給湯ボイラーの更新として２９４万円が

増額となってございます。

次、業務等委託料の２行目、スクールバス

運行業務委託料１,８５０万３,０００円であ

りますが、町営バスの混乗スクールバス化に

伴う予算の組み替え及び運行路線への変更に

よる増額でございます。

次、工事請負費。

まず、旭小学校校舎屋根改修工事１,６９

０万５,０００円であります。昭和５７年建
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築の旭小学校校舎屋根の老朽化による全面改

修でございます。

その次、美幌小学校、東陽小学校、旭小学

校のトイレの洋式化工事でございますが、小

学校のトイレは一部に洋式便器はあるもの

の、ほとんどが現在、和式状態であり、日常

の生活環境に合っていないため、全て洋式化

を図るもので、９６基を洋式化するものでご

ざいます。

次の東陽小学校屋外遊具更新工事１,２９

５万８,０００円であります。東陽小学校の

屋外遊具は、老朽化により平成２４年６月に

撤去をし、その後、一部寄贈により設置をい

ただきましたが、新年度にコンビネーション

遊具を設置するものでございます。

次、１行飛びまして、庁用備品８５９万

３,０００円であります。まず、美幌小学校

教職員パソコン更新として８００万円、美幌

小学校紙折機更新として２８万１,０００

円、東陽小学校の脚立１台１１万円、児童用

机・椅子の更新１９組分２０万２,０００円

でございます。その下、機械器具５万９,０

００円は、旭小学校除雪機用バッテリー充電

器の更新でございます。

一番下になります教育振興事業費は、次の

１８１ページをごらんください。

上段の庁用備品５８０万円でありますが、

平成１７年に導入いたしました教育用コン

ピューターの更新で、新年度は市街校３校に

７台ずつ整備するものでございます。

一つ飛ばしまして、教育備品１３５万５,

０００円であります。

まず、１点目、市街校３校にプールコース

ロープの更新といたしまして９９万３,００

０円。同じく、市街校３校のミシンの更新８

台分で２８万４,０００円。旭小学校、体育

用の大玉の更新２個分として７万８,０００

円でございます。

次、負担金の吹奏楽等大会参加負担金１６

６万４,０００円でありますが、美幌小学校

金管バンドの全道大会出場負担金を新年度当

初予算で計上したものでございます。

補助金、１行飛びまして、統合地区通学費

補助金５４万円は、新年度から町営バスのス

クールバス化に伴い減額となっているための

減でございます。

次、特別支援学級でございます。人夫賃等

８６３万１,０００円であります。新年度、

特別支援学級に在籍する見込みの児童数が増

加するとともに、児童の症状、あるいは形態

が複雑多様化しているために、美幌小学校に

おいて介助員を４名から７名に３名増員する

ための増額となっているところでございま

す。

一番下の段、中学校費の学校管理費事業費

は、次の１８３ページをお開きください。

９行目になります業務等委託料の一つ飛ん

でスクールバス運行業務委託料、これは先ほ

ど小学校費でも説明しましたが、町営バスの

混乗スクールバス化に伴う予算の組み替え及

び運行路線の変更によるものの額の増額でご

ざいます。

工事請負費、美幌中学校教頭住宅新築工事

１,６００万円であります。平成２４年４月

に美幌中学校が移転したことに伴い、管理住

宅が学校敷地内になく、また、現管理住宅も

老朽化していることから、施設管理上、ある

いは災害対応上において必要性が高い教頭住

宅を敷地内に建設をするものであります。

１行飛びまして、庁用備品２１万３,００

０円につきましては、生徒用机・椅子の更新

で２０組分を計上したものでございます。

その下、機械器具３８万４,０００円は、

美幌中学校の除草剤散布機一式を購入するも

のでございます。

一番下の段、１、教育振興事業費の３行

目、教育備品１２３万４,０００円でありま

すが、まず、各中学校の柔道用投げ込みマッ

ト１０枚分として７６万８,０００円、北中

学校踏み切り板更新として１３万円、美幌中

学校エバーマット更新として２３万４,００

０円、美幌中学校体操マット更新として１０

万２,０００円を予算化したものでございま

す。
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次、１８５ページをお開きください。

上段の中ほどの補助金、統合地区通学費補

助金３６５万７,０００円であります。小学

校費で御説明いたしました町営バスのスクー

ルバス化に伴う減額となってございます。

特別支援学級事業の人夫賃等５０８万３,

０００円でありますが、小学校と同様な状況

から、美幌中学校の介助員を２名から３名に

１名増員するための増額となってございま

す。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長、ここまで

といたします。

暫時休憩します。

２時２５分再開とします。

午後 ２時１３分 休憩

────────────────

午後 ２時２５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

引き続きお願いします。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） １点、修正をさ

せていただきたいと思いますが、１８１ペー

ジの特別支援学級の人夫賃の私の説明の中

で、介助員の増員の説明をいたしましたが、

美幌小学校において増員をするという説明を

しましたが、美幌小学校ではなくて町内の小

学校ということで訂正をお願いいたしたいと

思います。市街校３校ということでございま

す。３校で、４名から７名に３名増と、お願

いいたします。

それでは、１８５ページをお開きいただき

たいと思います。

社会教育費の、まず、社会教育総務費でご

ざいますけれども、この費目では、大きく昨

年度と比較して、文化ホール整備事業費が減

額となっているところでございます。

このページは、ほか大きく変更するところ

はございません。

次、１８７ページをお開きください。

下の段になりますが、事業番号４、芸術文

化振興事業費の負担金、芸術文化鑑賞事業費

負担金２５０万円でありますが、まず、コン

ドルズの招聘事業として２００万円、子供向

けの事業として５０万円を計上しているとこ

ろでございます。

その下、補助金、芸術文化振興事業補助金

２４０万円でありますが、まず吹奏楽の指導

者招聘における技術講習会として４０万円、

鑑賞事業といたしまして、まず、いにしえの

しらべコンサート、それから、高嶋ちさ子ト

リオコンサート、藤原道山尺八コンサート、

高橋真樹新世代アコーステックギターライ

ブ、これらの鑑賞事業で２００万円を予算計

上しているところでございます。

次に、１８９ページをお開きください。

社会教育施設費でございます。

１、町民会館維持管理事業費、これは総務

費から教育費への予算の組み替えでございま

す。

２行飛びまして、嘱託職員賃金１,００４

万９,０００円でありますが、嘱託職員２名

から４名への増員とする増額となってござい

ます。

３行飛びまして、修繕料２２３万６,００

０円でございますが、「びほーる」のギャラ

リーで行う絵画展示用のブラインド設置修繕

として１３０万円の増額でございます。

２行飛びまして、業務委託料の、１行飛び

まして、舞台設備等操作業務委託料６０２万

７,０００円でありますが、大規模なイベン

ト時のスタッフの増員分として増額をしてご

ざいます。

次、施設維持管理委託料の４行目、舞台吊

物機構設備保守と、それから、その下のほう

になります舞台照明設備保守、それから舞台

音響設備、この三つの補修につきましては、

昨年の「びほーる」の完成に伴いまして、新

年度から、新たに、この保守点検が必要と

なってくるものでございます。

それから、庁用備品であります。１９１万

８,０００円、これも新規増でございます

が、「びほーる」ギャラリー絵画設置用の自

立パネル２３枚分１７０万３,０００円を購
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入しようとするものでございます。

ほかは、費目で前年度から増額となってい

るものは、全て「びほーる」の分の増でござ

います。

次、１９１ページをお開きください。

中ほどの段の１、青少年対策事業費の下に

なりますが、負担金、青少年育成協議会負担

金１１５万円でございますが、平成２５年に

３０周年を迎えるに当たり、記念事業に要す

る経費を計上したものでございます。

次、１９３ページをお開きください。

下のほうになりますが、事業番号３、活動

促進事業費の３行目、消耗品費７５９万２,

０００円であります。読書活動の推進と子育

て支援を目的に、１０カ月健診の幼児を対象

としたブックスタート事業を継続して実施す

るとともに、昨年度に続き、読書習慣の形成

と豊かな情操を育むため、小学校１年生を対

象にブックセカンド事業４３万５,０００円

を計上したところでございます。

一番下の博物館運営事業費につきまして

は、次の１９５ページをお開きください。

中ほどにあります施設維持管理等委託料の

一番下、暖房設備改修調査検討業務委託料５

００万円であります。博物館の暖房機は更新

時期にきておりまして、いろいろふぐあいが

出てきております。その暖房設備の更新の工

法検討業務を本年度委託をしようとするもの

でございます。

１行飛びまして、庁用備品８５万２,００

０円につきましては、資料保管用の冷凍冷蔵

庫１台の購入と印刷機の更新であります。

次に、１９７ページをお開きください。

中ほどの１、文化財保護事業費の５行目、

人夫賃等９３６万５,０００円であります

が、各種開発行為に係る調査のほか、新年度

は道営畑総事業の田中、豊栄地区の調査を実

施するための賃金でございます。

次に、１９９ページをお開きください。

１、スポーツ振興事業費の一番下になりま

すが、一番下から２行目、積立金、これは、

パークゴルフ場及び室内ゲートボール場施設

整備基金利子の積立金４１万４,０００円で

ございます。

その下、１、屋内体育施設維持管理事業費

につきましては、次の２０１ページをお開き

ください。

上から４行目、業務委託料の、１行飛びま

して、スポーツセンター等耐震診断委託料９

４４万円であります。新規計上であります。

平成２４年度に引き続き、コミセンの耐震診

断に引き続きまして、平成２５年度はスポー

ツセンター及びトレーニングセンターの耐震

診断を実施しようとするものでございます。

中ほどの工事請負費、トレーニングセン

ター屋上防水改修工事２７３万円につきまし

ては、昭和５１年に建設いたしまして、経年

劣化に伴い、屋根の防水改修を実施するもの

でございます。

１行飛びまして、教育備品１０１万円であ

りますけれども、トレーニングセンターにお

ける背筋力ウエイトトレーニングマシーンの

１台の購入８１万１,０００円と、Ｂ＆Ｇ海

洋センタープールの保温シートの更新１９万

９,０００円でございます。

次、２番、屋外体育施設維持管理事業費の

後段のほうになりますが、修繕料５８０万円

でございます。これは、リリー山スキー場整

備費用でございまして、まず、１点目としま

しては、リフトのベアリングの交換修繕２１

０万円、それから、圧雪車のキャタピラー交

換として２５３万７,０００円が増額となっ

てございます。

一番下、業務等委託料、あさひ多目的広場

格納庫設置委託料６００万円でございます。

施設維持管理用機器の格納庫プレハブ６４.

８平方メートル１棟を設置するものでござい

ます。

次、２０３ページをお開きください。

このページにつきましては、特別、前年と

変更となった点はございません。

次、２０５ページをお開きください。

事業番号２番、施設維持管理事業費の３行

目、修繕料７６６万円でございますが、学校
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給食センターの設備の老朽化に伴う各種修繕

及び衛生管理指導指摘事項の改善修繕で増額

となっております。

下のほうになりますが、機械等借上料８２

３万４,０００円でございます。新規計上で

ございます。これは第２表の債務負担行為で

御説明をいたしました、スプーン洗浄機浸漬

装置、食器洗浄機及び蒸気ボイラーの借り上

げに伴う平成２５年度分の執行分でございま

す。

次、工事請負費５００万円は、研修室等増

築工事でありまして、食材搬入時の衛生管理

強化のため、研修室の増築を行おうとするも

のでございます。

次、庁用備品８３９万円は、自動フライ

ヤー等の更新、三層シンクの新設によるもの

でございます。

次、２０７ページをお開きください。

公債費であります。総額は１３億３,０２

７万４,０００円でございます。

１、町債元金償還金、償還金利子及び割引

料１１億６,０２４万２,０００円でございま

す。公債費の残高につきましては、平成２４

年度末で１０３億４,２８３万３,０００円

で、今年度の償還額は１１億６,０２４万２,

０００円であります。また、今年度の借入予

定額は４億９,０３０万円でありますので、

平成２５年度末の残高は９６億７,２８９万

１,０００円となる見込みでございます。

次、利子であります。

１、町債の利子償還金につきましては１億

６,８８８万５,０００円を、一時借入金の利

子につきましては１００万円を計上いたして

おります。それから、手数料１４万７,００

０円につきましては、市町村共済組合が引受

先となりました登録債借り入れの事務手数料

分でございます。

次、２０９ページをお開きください。

職員給与費でございまして、総額１３億

７,７０７万４,０００円の計上でございま

す。

特別職給の１,６８１万５,０００円につき

ましては、新年度から外国語指導助手（ＡＥ

Ｔ）を非常勤職員に取り扱いを変更しますの

で、町長、副町長、２名分の給与でございま

す。

その下の一般職給につきましては、教育長

を含む１６６名分の計上でございます。

次、２１１ページをお開きください。

予備費でございますが、前年度と同額の１

００万円を計上しております。

それでは、次に、歳入について御説明を申

し上げますので、予算書の１８、１９ページ

をお開きいただきたいと思います。

歳入でございます。

町税でありますが、前年度より６０７万

１,０００円増の２１億６,１８２万９,００

０円、率にして０.３％の伸びで計上をいた

したところでございます。

まず、個人町民税でありますが、農業所

得、営業所得ともに減少しておりますことか

ら、減額を見込んでおります。

法人町民税につきましては、まず、均等割

は大きな変動はありませんが、税割りでは建

設業関係の業績が回復傾向にあることから、

増額を見込んでございます。

固定資産税でありますが、土地は時点修正

による地価下落による減、家屋は新増築分に

よる増、償却資産は企業の設備投資の減、さ

らに既存設備の減耗による減といった、各項

目ごとに増減をしております。

軽自動車税でありますが、特に四輪乗用車

が依然増加傾向にあることから、増額を見込

んだところでございます。

たばこ税は、本年４月１日から都道府県た

ばこ税の一部が市町村たばこ税に移管するこ

とに伴いまして、本町においても５月納付分

以降は引き上げられた税率で計上をいたして

おります。

都市計画税は、土地は時点修正による地価

下落による減、家屋は新増築分による増と

いった各項目ごとの増減を見込んでございま

す。

次に、２１ページをお開きください。
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地方譲与税であります。

地方揮発油譲与税は、地方揮発油税の４２

％について、市町村の道路延長及び面積によ

り譲与されるものであります。

自動車重量譲与税は、自動車重量税の１,

０００分の４０７について、市町村の道路延

長及び面積により譲与されるものでありま

す。

航空機燃料譲与税は、航空機燃料税の９分

の２の割合で、航空機の騒音により生じる障

害の防止対策等に充てるため譲与されるもの

であります。

地方道路譲与税は、平成２１年度からの道

路特定財源の一般財源化に伴い、改正前の過

年度分についての譲与に対する科目設定であ

ります。

なお、いずれも地方財政計画の見通し、及

び町の決算見込みを勘案して見込んでおりま

す。

次、２３ページをお開きください。

利子割交付金は、道民税の利子割額の９９

％の５分の３相当額を市町村の個人道民税の

額で案分して交付されるもので、地方財政計

画の見通し及び町の決算見込みを勘案して見

込んでおります。

次に、２５ページをお開きください。

配当割交付金は、個人に係る一定の上場株

式の配当に対し、特別徴収された税額の９９

％の５分の３相当額を交付されるもので、地

方財政計画の見通し及び町の決算見込みを勘

案して見込んでおります。

次、２７ページをお開きください。

株式等譲渡所得割交付金は、個人の所得税

において、源泉徴収を選択した特定口座にお

ける株式等の譲渡所得に対し、特別徴収され

た税額の９９％の５分の３相当額を交付され

るもので、地方財政計画の見通し及び町の決

算見込みを勘案して見込んでおります。

次、２９ページをお開きください。

地方消費税は、流通段階では最終的な消費

地を把握できないことから、都道府県間にお

いて、基準により積算を行うこととされてお

り、その精算を行った後の金額の２分の１に

相当する額を市町村の人口及び従業者数で案

分して交付されるもので、地方財政計画の見

通し及び町の決算見込みを勘案して見込んで

おります。

次、３１ページをお開きくだい。

自動車取得税交付金は、自動車取得税額の

９５％の１０分の７相当額を市町村の道路延

長及び面積で案分し交付されるもので、地方

財政計画の見通し及び町の決算見込みを勘案

して見込んでおります。

次に、３３ページをお開きください。

この交付金は、基地対策交付金と言われる

もので、自衛隊が使用する演習場、弾薬庫、

燃料庫に要する土地、建物及び工作物の固定

資産に対して、市町村の財政状況を考慮して

交付されるもので、地方財政計画の見通し及

び町の決算見込みを勘案して見込んでいると

ころでございます。

次、３５ページをお開きください。

地方特例交付金は、平成１８年度の税制改

正に係る住宅借入金等特別税額控除の適用者

について、所得税で控除し切れない税額控除

額を住民税から控除することとなったため

に、住民税の減収分を補填するために交付さ

れるもので、地方財政計画の見通し及び町の

決算見込みを勘案して、前年度より見込んで

おります。

次に、３７ページをお開きください。

地方交付税であります。

平成２５年７月から、国家公務員と同様の

給与削減を実施することを前提とした地方公

務員給与費の臨時特例による削減が地方財政

改革において８,５０４億円とされたことを

踏まえて、各費目を推計した結果、本町での

基準財政需要額への影響は約７,０００万円

に及ぶものでありますが、地域の給与水準や

職員数削減を加味して加算される地域の元気

づくり推進費の新設、地域経済基盤強化雇用

等対策費の同額確保、交付税措置される公債

費の償還減、地方財政計画による収支見込み

等を勘案した結果、普通交付税については、
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前年度予算と同額の３７億４,０００万円を

見込み、特別交付税についても、前年度予算

と同額の７,０００万円を見込み、総額３８

億１,０００万円を計上したところでありま

す。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

暫時休憩します。

午後 ２時４６分 休憩

────────────────

午後 ２時４７分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

総務部長、続けてお願いします。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） ３９ページをお

開き願いたいと思います。

交通安全対策特別交付金でありますが、こ

れは、交通違反の反則金から事務費を除いた

額を交通事故の発生件数及び人口集中地区人

口により算定交付されるもので、地方財政計

画の見通し及び町の決算見込みを勘案して見

込んだところでございます。

次に、４１ページをお開きください。

分担金及び負担金で、総額は１億６,９６

２万４,０００円でございます。

まず、農業費分担金の一番上、畑かん事業

受益地分担金３０４万７,０００円でありま

すが、古梅ダムを利用した畑地かんがいに係

る１０アール当たり２５０円の分担金であり

ます。

その下の経営体育成基盤整備から昭美地区

の分担金につきましては、道営土地改良事業

に係る受益者の分担金で、事業費の７.５％

分でございます。

社会福祉費負担金で、２行目、老人福祉施

設入所者等負担金でありますが、７９６万

８,０００円の予算でございますが、町外の

老人福祉施設に入所している２１名中、免除

者を除く１９名分の負担金の計上でありま

す。

その下、美幌地域３町障害程度区分認定等

審査会負担金２２７万６,０００円は、美幌

町、津別町、大空町の３町で実施しています

審査会の事務に係る負担金で、津別町が２

５.２１％、大空町が２７.８３％、美幌町が

４６.９６％でございます。

その下、児童福祉費負担金でございます

が、美幌及び東陽保育園の保育料及び子ども

発達支援センターの利用に係る国保連合会か

らの給付金の負担金並びに利用者本人からの

負担金相当分でございます。

次に、４３ページをお開きください。

使用料及び手数料でございますが、総額２

億９,５１９万１,０００円でございます。

町民会館使用料が、総務使用料から教育使

用料へ組みかえられ、牧場使用料は乳牧頭数

の減、道路占用料は使用料手数料見直しによ

り減となっているところでございます。

次、４５ページをお開きください。

手数料でありますけれども、昨年度と大き

く変わった点は特にございません。

４７ページをお開きください。

国庫支出金でございますが、各種国の制度

や事業実施に伴います負担金及び補助金等交

付金で、総額５億７,４７９万９,０００円を

見込んでございます。

社会福祉費負担金でございますけれども、

ここは介護給付費、訓練等給付費負担金は、

歳出で御説明いたしましたように、給付費の

増によるものでございます。

次に、国庫補助金の社会福祉費補助金の３

行目、社会資本整備総合交付金２２３万３,

０００円でありますが、これは、コミュニ

ティセンターの耐震実施設計分として１０９

万９,０００円、家庭用小型除雪機として１

１３万４,０００円の分でございます。

それから、商工費補助金の社会資本整備総

合交付金１００万円は、太陽光発電システム

設置モニターの分でございます。

その次の道路橋梁費補助金の社会資本整備

総合交付金２,３４０万円につきましては、

町道１２０号道路整備分として１,４４０万

円、橋梁長寿命化修繕計画として５４０万

円、雪寒路線に係る除雪経費分として３６０
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万円を見込んでございます。

その下、住宅費補助金の社会資本整備総合

交付金３,８９０万２,０００円につきまして

は、家賃低廉化２,１５５万５,０００円、住

宅耐震改修補助３７万５,０００円、灯油集

中供給設備改修分として１,６９７万２,００

０円を計上しております。

下のほうになりますが、保健体育費補助金

の社会資本整備総合交付金２１７万４,００

０円は、スポーツセンター、トレーニングセ

ンターの耐震診断業務委託料事業分でござい

ます。

次、４９ページをお開きください。

このページにつきましては、昨年度と大き

く変わった点はございません。

それでは、５１ページをお開きください。

道支出金でございますけれども、国庫支出

金と同様に、各制度や事業実施に伴います負

担金及び補助金並びに委託金で、総額は７億

５６０万６,０００円でございます。

介護給付費、訓練等給付費負担金は、国庫

支出金で御説明しましたように、給付費の増

によるものでございます。

中ほどの総務管理費補助金、道補助金の総

務管理費補助金の３行目、緊急雇用創出推進

事業補助金４６３万３,０００円は、歳出で

御説明しました広報写真等デジタル化事業を

実施するためのもので、２名分プラス事務費

で１００％の補助金でございます。

下から２段目になりますが、２、児童福祉

費補助金の３行目、地域づくり総合交付金８

２万１,０００円は、子ども発達支援事業に

係るものでございます。

次、５３ページをお開きください。

このページで大きく変わるものといたしま

しては、上から１段目の下から３行目、食料

供給基盤強化特別対策事業補助金９,５８０

万円で、こちらは道営土地改良事業に係る田

中、美禽、豊栄、昭美の各地区に係る分と、

下から５段目の参議院議員選挙費委託金であ

り、本年７月に執行が見込まれています通常

選挙に係る経費であります。

また、農業費補助金の中段ほどにあります

が、緊急雇用創出推進事業補助金２７万６,

０００円は、みらい農業センターにおける障

害者農作業等従事支援指導員１名分の補助金

で１０分の１０の補助金であります。

中ほどの社会教育費補助金の地域づくり総

合交付金２５０万円は、埋蔵文化財調査発掘

事業に係る分でございます。

次に、５５ページをお開きください。

このページにつきましては、昨年度と大き

く変わった点はございません。

次に、５７ページをお開きください。

財産収入でございますが、土地や建物など

の財産貸付収入として２,５１９万２,０００

円と、利子及び配当金として７９８万円を、

さらに、財産の売払収入として２,０２１万

円の合計４,５４０万２,０００円の収入を見

込み計上したところでございます。

一番上段の貸家料１,３２５万４,０００円

は、職員住宅及び教職員住宅の家賃分であり

ます。

その下、貸地料３９５万８,０００円は、

北海道警察あるいは北電等、町有地の貸付料

でございます。

一番下、生産品売払代７００万円は、みら

い農業センター農産物の売り払い分でござい

ます。

次、５９ページをお開きください。

寄附金でありますが、一番上の一般寄附金

で、３,０００万２,０００円とありますが、

このうち３,０００万円は財団法人美幌みど

りの村振興公社が本年４月１日をもって一般

財団法人へ移行されることに伴い、町が出損

していた３,０００万円を寄附として歳入す

るものであります。そのほかにつきまして

は、科目設定であります。

次、６１ページをお開きください。

繰入金でありますが、各事務事業への財源

の一部について、それぞれ基金から繰り入れ

するもので、総額１億９,９９０万３,０００

円を見込み計上しております。

なお、公共施設整備基金から繰り入れする
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１億円につきましては、昨年策定いたしまし

た第２次美幌町財政運営計画で計画した繰入

額であり、昨年度と比較して大きく増加した

要因となっております。

次、６３ページをお開きください。

繰越金につきましては、平成２４年度の繰

越額１,０００万円として計上しておりま

す。

次に、６５ページをお開きください。

諸収入でございますが、ただいま御説明を

申し上げてきました各費目に該当しない収入

について、この収入に継続しており、新年度

は、総額５億１,３２４万４,０００円を見込

んでおります。

中ほどより少し下になりますが、受託事業

収入の戸籍住民基本台帳費受託収入、旅券申

請交付事務受託収入９万４,０００円とあり

ますのは、新年度より美幌町と津別町の旅券

申請及び交付に関する事務の委託に関する規

約に基づく津別町からの受託収入分でござい

ます。

次、６７ページをお開きください。

このページの一番下の段の雑入でございま

すが、大きく変わっていますのは、次のペー

ジの中ほどになります、新たな難視対策事業

助成金として２,７５２万７,０００円であ

り、こちらは歳出の総務費で御説明いたしま

したが、高野、美禽地区における地上デジタ

ルテレビの難視対策に係る補助金の財源とし

て社団法人デジタル放送推進協会から歳入す

るものであります。

６７ページの一番下の行になります、まち

づくり人づくり推進交付金５２万円とありま

すが、これは歳出の総務費で説明いたしまし

た町村会負担金の中で説明をいたしました全

国自治協会から、今年度から直接町へ交付さ

れるものでございます。

６９ページの下から２行目になります、災

害復旧事業職員派遣負担金６００万円であり

ますが、これは平成２４年度に引き続き、宮

城県山元町へ派遣する職員１名に係る派遣先

からの人件費相当分の負担金の計上でありま

す。

次、７１ページをお開きください。

町債でございます。総額は４億９,０３０

万円の計上でありますが、内容につきまして

は、第３表、地方債のところで御説明を申し

上げましたので、内容説明については省略さ

せていただきます。

○議長（古舘繁夫君） 副町長。

○副町長（染谷 良君） それでは、私のほ

うから、主要事業につきまして御説明をさせ

ていただきたいと思います。

初めに、各会計予算の参考資料のほう、６

０ページをお開きいただきたいと思います。

４番、道営土地改良事業計画概要でござい

ます。

まず、一つ目の経営体育成基盤整備事業に

ついてですが、区域については美禽の一部

で、２３年度から２７年度までの継続事業で

あります。事業内容につきましては、ＪＡび

ほろが行う畑など面の整備でありまして、２

５年度は暗渠排水と客土の事業を行うもので

ございます。

次に、二つ目の畑地帯総合土地改良事業で

ございます。まず、美幌田中地区ですが、こ

の区域、報徳、田中、日並、瑞治でございま

す。２３年度から２８年度までの継続事業で

ございます。事業内容につきましては、ＪＡ

が行う畑等面の整備でございます。今年度に

ついては、区画整理、暗渠排水、客土、除れ

きの面整備を行うものであります。

次、二つ目の美幌豊栄地区であります。区

域が、野崎、美富、豊幌、登栄、駒生の一部

で、２４年度から３２年度までの継続事業で

ございます。事業内容は、上と同じく、面の

整備であります。今年度、区画整理、暗渠排

水、客土、除れきを行うものでございます。

最後、三つ目の美幌昭美地区であります。

区域については、昭野、美和、栄森の一部

で、これは本年度からスタートする新規事業

でございます。期間については、３１年度ま

での７年計画となってございます。事業内容

も上と同じく面の整備事業ということで、今
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年度は区画整理、暗渠排水、客土を予定して

いるところでございます。

それから、事業費でございます。今、四つ

の事業について御説明いたしました。ここに

記載の事業費となってございますが、いずれ

も当初計画を上回る事業となってございまし

て、それらが新年度、配分となってきている

ところでございます。

１番の経営体育成のほうの事業費は１億

７,８６０万円、それから２番の畑総の土地

改良、合計で１４億１,３９４万５,０００円

ということでございまして、合計で１５億

９,２５４万５,０００円の事業規模となって

いるところでございます。

さらに、前年度予備費、あるいは補正、繰

り越し等の分ですね、見込まれる分４億３,

８５７万円ほどございますが、これを加える

と、２５年度に予定している事業費総額は、

２０億３,１１１万５,０００円の規模となる

ところでございます。

これらの事業費の伸び、いずれも国の経済

再生に向けました緊急経済対策によるものが

主な要因でございまして、対前年比で見ます

と、この当初予算ベースでは約２.５倍、そ

れから補正繰り越し等を含んだ総事業費の

ベースでは約２倍の伸びとなっているところ

でございます。

このページは以上であります。

次に、７９ページをお開きいただきたいと

思います。

９番の広域事務組合、美幌・津別広域事務

組合負担金の内訳でございます。

まず、津別との負担割合でございます。美

幌の割合については中ほどに書かれておりま

して、津別のほうは右端のほうに負担割合が

率として示されております。

総務部門のところでいきますと、議会費、

監査委員費、予備費が５０％ずつ、それから

一般管理費が、美幌が７９.２６％、津別が

２０.７４％。

それから、次の衛生部門の火葬場関係につ

きましても、経常費が一般管理費と同じ負担

割合。これらは、いずれも昨年と同じ割合と

いうことでございます。

次の消防部門のところでございます。全て

美幌分となる美幌消防諸費と車両等の公債費

を除いて、消防本部費用を美幌７２.３２

％、津別２７.６８％の負担割合。ここも昨

年と同じ割合で計上しているところでござい

ます。

また、消防救急デジタル無線施設の完成、

そして運用に伴って、この維持管理経費を通

信指令業務運営費と通信指令施設管理費に分

けて計上してございます。このうちの業務運

営費につきましては、６名の人件費でありま

して、これは、これまでの例によりまして７

２.３２％の美幌の割合で計上。それから、

施設管理費のほうでありますが、これは物件

費ということであります。これは公債費と同

じく、デジタル無線施設整備をしたときの事

業費の割合が５０対５０の計上となっており

ますので、その割合で計上しているところで

ございます。

新年度、広域組合の総合計でありますが、

一番下の左の欄５億２,８３０万９,０００円

で、予算合計のうち美幌町分といたしまして

は、右下の欄４億７,７８４万２,０００円が

美幌町の分担でございます。対前年比０.８

％の増となっているところでございます。

増額の主な内容でありますけれども、本年

度、美幌町で開催されますオホーツク水防工

法訓練、それから１市４町８消防団による連

合消防演習、それから美幌消防１００年記念

事業実施によるものが主なものでございま

す。

なお、組合の事業でありますけれども、昨

年に引き続きまして、防火意識の向上、自主

防災組織の育成、これを進めるとともに、

職・団員の訓練指導に引き続き力を入れて、

災害に強い町づくりになお一層努めてまいり

たいと思います。

二つ目は、救急業務でありますけれども、

救命効果の向上に努めるとともに、救急救命

士などの救急隊員の人材育成に力を入れてま
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いりたいと考えてございます。

最後に、火葬場の運営でありますけれど

も、利用者へのサービス向上、そして、より

効率的な管理運営に取り組んでまいりたいと

思っております。

予算参考資料については、以上でございま

す。

続きまして、予算工事関係資料でございま

す。別とじになっております予算工事関係資

料について御説明をいたしたいと思います。

図面のほうでございます。

１枚目、お開きいただきたいと思います。

町道整備事業でございます。番号順に御説明

をしたいと思います。

まず、図面の一番上、上段部分、①第２号

道路、栄通の歩道整備工事であります。これ

は、町民会館の北側になりますけれども、福

内様宅から杉山様宅までの歩道幅員３メート

ル、延長１５０メートルの改良舗装でござい

ます。

次に、その下になります。②番、第２９１

号道路でございます。青山北、東雲通であり

ますが、森様宅から鈴木様宅までの幅員３

メートル、延長が２４０メートルの道路改良

舗装工事であります。

次に、その下、③番、第１３号道路。これ

は、旧美中に向かう美英通でございます。木

野様宅から中様宅までの幅員５.５メート

ル、延長１５０メートルの道路改良舗装工事

であります。

次は、図面の右側に移りまして、右側の一

番上であります。④番、第４６６号道路でご

ざいます。ここは緑の苑の南側のほうになり

ます。山口様宅から町島工務店までの幅員

５.５メートル、延長５０メートルの道路改

良舗装工事であります。

次に、その下、⑤番、第１２１号道路であ

ります。これは道が実施します駒生川の河川

改修工事に伴い、国道２４３号の稲美竹下養

豚場から町道第１２０号道路に至る未改良区

間延長２２１メートルの改良舗装工事であり

まして、社会資本整備総合交付金で整備を行

うものでございます。

２５年度については、西島様宅から竹下養

豚場までの幅員５.５メートルの改良延長１

４１メートルと、舗装延長２２１メートルを

予定しているところでございます。

次、その下になります。⑥番、第１２２号

道路の第２３号橋、工橋の橋梁建設工事でご

ざいます。道が実施します駒生川改修に伴う

補償工事として行うものでありまして、車道

幅員７.５メートル、歩道幅員２.０メート

ル、延長１６.５メートルの橋梁のかけかえ

を行うものでございます。

以上、主要事業等につきまして御説明させ

ていただきましたので、よろしくお願いいた

します。

○議長（古舘繁夫君） 暫時休憩とします。

再開を３時２０分といたします。

午後 ３時１３分 休憩

────────────────

午後 ３時２０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 特別会計の説明

に入らせていただきます。

２７７ページでございます。

議案第６０号平成２５年度美幌町国民健康

保険特別会計予算について御説明申し上げま

す。

平成２５年度美幌町の国民健康保険特別会

計の予算は、次に定めるところによるもので

ございます。

第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出

それぞれ２９億５,５９６万円と定めるもの

でございます。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

３０７ページをお開き願いたいと思いま

す。

３、歳出について御説明申し上げます。

一番上の一般事務費５,０７２万１,０００

円の主なものにつきましては、６名分の職員
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人件費及びレセプト点検費等の臨時職員２名

分の賃金と事務費等であります。

このほかについては、前年度と大きく変

わってございません。

次に、３０９ページをお開き願います。

このページの下から２段上のジェネリック

医薬品利用差額通知書作成委託料６万７,０

００円でございますけれども、新規の計上で

ございます。これにつきましては、ジェネ

リック医薬品に切りかえた場合に見込まれる

差額数値に係る年２回分の経費でございま

す。

そのほかについては、前年度と変わってご

ざいません。

次に３１１ページをお開き願います。

保険給付費、一般被保険者療養給付費１６

億１１万１,０００円につきましては、受診

件数の減により、前年対比３３６万５,００

０円の減となってございます。

その下の退職被保険者等療養給付費１億

５,２６０万２,０００円につきましては、受

診件数及び受診単価の増により、前年対比７

５５万１,０００円の増額となってございま

す。

一番下の一般被保険者高額療養費１億９,

９５１万７,０００円についてであります

が、高額な治療に係る給付費の増により、前

年対比３５０万７,０００円の増額となって

ございます。

次に、３１７ページをお開き願います。

一番上の後期高齢者支援金３億２,２３６

万６,０００円につきましては、国が算定し

たゼロ歳から７４歳までの現役世代が後期高

齢者医療制度に負担する支援金でございま

す。

次に、３１９ページにつきましては、前年

度と大きく変わってございません。

次に、３２３ページをお開き願います。

一番上の高額医療費拠出金７,４１９万５,

０００円につきましては、高額な医療費の発

生に伴う市町村保険者の急激な負担増となる

ことの分散を図り、保険者の財政運営の安定

化を図るため国保連合会が行う事業で、レセ

プト１件当たり８０万円を超える医療費の拠

出金であります。

その下の保険財政共同安定化事業拠出金３

億……。（「３２３ページと言って、３２５

ページの説明をしている」との発言あり）

○民生部長（馬場博美君） 大変申しわけご

ざいません。３２５ページでございます。

一番上の高額医療費拠出金７,４１９万５,

０００円につきましては、高額な医療費の発

生に伴う市町村保険者の急激な負担増に伴い

国保連合会が行う事業で、レセプト１件当た

り８０万円を超える医療費の拠出金でありま

す。

その下の保険財政共同安定化事業拠出金３

億７９４万８,０００円につきましては、国

保連合会が行う事業で、レセプト１件当たり

３０万円を超え、８０万円までの拠出金でご

ざいます。

次に、３２７ページをお開き願います。

一番上の健康づくり推進費１,４３７万７,

０００円につきましては、健康相談、健康教

育、啓発活動等の事業推進に要する事業費及

び事務費に係るものとなってございますが、

なお、中段の負担金につきまして、がん検診

負担金５１３万５,０００円、個別予防接種

負担金１７３万７,０００円、エキノコック

ス症検査負担金２３万９,０００円及び肝炎

ウイルス検査負担金１３万３,０００円につ

きましては、検診等の受診率向上の取り組み

を推進するとともに、早期発見により医療費

削減効果があることから、自己負担の受診料

７５歳以上と同様に３分の１に引き下げるも

のでございます。あわせて、脳ドック負担

金、従来の１９６万４,０００円とあわせ

て、国保加入分に係る費用全体で９２０万

８,０００円を国保会計で負担するものでご

ざいます。

その下の特定健康診査等事業費１,１４４

万５,０００円につきましては、２２年度か

ら実施しております節目健診を引き続き今年

度も同様に実施し、２５年度、新たに、がん
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検診と同様に、自己負担を１,０００円から

４００円に軽減し、さらなる受診率の向上を

図るものでございます。

歳出は以上でございます。

次に、歳入について御説明いたしますの

で、２８６ページをお開き願います。

２８６ページの国民健康保険総額６億５,

４６０万４,０００円につきましては、前年

対比で１,７５９万５,０００円の減額であり

ますけれども、これにつきましては、後期高

齢者医療制度に移行する被保険者数１６５人

が減額になりまして、６,５７７人で計上し

てございます。あわせて、給与所得者との個

人所得割が１.８％に減額によるものでござ

います。

次に、２８９ページをお開き願います。

一番上の国庫負担金、療養給付費等負担金

現年度分、療養給付費等負担金３億５,９３

４万９,０００円と介護納付金負担金４,４２

７万５,０００円、後期高齢者支援金１億３

１５万６,０００円を合わせて５億６７８万

円につきましては、歳出の療養給付費、介護

納付費、後期高齢者支援金等の３２％が国か

ら負担されるものでございます。

次に、２９１ページをお開き願います。

一番上の療養給付費等交付金１億５,５６

９万６,０００円につきましては、退職者医

療に係る費用のうち退職者分の保険税以外が

補うことができない費用について、社会保険

診療報酬支払基金から交付されるものでござ

います。

次に、２９３ページをお開き願います。

前期高齢者交付金６億１,９９７万３,００

０円につきましては、６５歳から７４歳まで

の加入者の医療負担の保険者格差を調整する

ため、社会保険診療報酬支払基金から交付さ

れるものでございます。

次に、２９５ページをお開き願います。

上から３段目の道補助金、財政調整交付

金、普通調整交付金と特別調整交付金合わせ

て１億４７万９,０００円につきましては、

療養給付費、介護納付金、後期高齢者支援金

の９％が道から交付されるものでございま

す。

次に、２９７ページをお開き願います。

上から２行目の保険財政共同安定化事業交

付金３億７９４万８,０００円につきまして

は、歳出で御説明した事業に係る交付金でご

ざいます。

３０１ページをお開き願います。

次に、３０１ページの中で、一番下の国民

健康保険基金繰入金２億１,１５５万８,００

０円につきましては、一般事務費の不足、保

険税不足を補填するために繰り入れするもの

でございます。

なお、平成２５年度末基金残高は、１億

３,７０１万１,０００円の見込みでありま

す。

国民健康保険特別会計は、以上でございま

す。

３４３ページをお開き願います。

議案第６１号平成２５年度美幌町後期高齢

者医療特別会計予算について御説明いたしま

す。

平成２５年度美幌町の後期高齢者医療特別

会計の予算は、次に定めるところによるもの

でございます。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ２億７,８０２万５,０００円と定める

ものでございます。

第２項につきましては、事項別明細書で説

明申し上げます。

３６１ページをお開き願います。

３、歳出について御説明申し上げます。

３６１ページの一般事務費１,７６４万円

の主なものにつきましては、職員１名分の人

件費と事務費であります。

なお、中段の個別予防接種委託料４２０万

円につきましては、美幌町における平成２３

年全死亡者のうち、肺炎による死亡は第２位

と全国に比べて高く、そのうち高齢者の方が

９６.５％を占めていることから、平成２５

年度、新規に後期高齢者を対象に接種費用の

一部を一人につき３,５００円を負担するも
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のでございます。

次に、３６３ページをお開き願います。

後期高齢者医療広域連合納付金２億５,９

６２万１,０００円につきましては、被保険

者の増により、前年対比１,１２６万１,００

０円の増額となってございます。

歳出は以上でございます。

次に、歳入について御説明いたしますの

で、３５０、３５１ページをお開き願いま

す。

３５０ページの一番上の後期高齢者医療保

険料総額１億９,０２０万３,０００円につき

ましては、被保険者の増により、前年対比

１,１７０万４,０００円の増額となってござ

います。

次に、３５３ページをお開き願います。

一番上の健康増進事業交付金１００万円に

つきましては、高齢者肺炎球菌ワクチン接種

費用にかかる北海道後期高齢者広域連合から

の交付金でございます。

次に、３５５ページをお開き願います。

上から２行目の保険財政安定繰入金６,２

５７万７,０００円につきましては、保険料

の低所得者に対する２割、５割、７割の軽減

分について、一般会計で収入される４分の３

の道負担金に町負担分４分の１を加えて一般

会計から繰り入れするもので、低所得者等の

軽減対象により、今年度、前年度に比べて１

７８万５,０００円の増額となってございま

す。

後期高齢者医療特別会計は、以上でござい

ます。

３７５ページをお開き願います。

議案第６２号平成２５年度美幌町介護保険

特別会計予算について御説明申し上げます。

平成２５年度美幌町の介護保険特別会計の

予算は、次に定めるところによるものでござ

います。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ１４億８,３６２万８,０００円と定め

るものでございます。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

４０１ページをお開き願いたいと思いま

す。

４０１ページの一般事務費３,１１０万２,

０００円の主なものにつきましては、職員４

名分の人件費及び事務費等でございます。

４０５ページをお開き願いたいと思いま

す。

一番上の居宅介護サービス給付費６億５,

６４３万円につきましては、訪問介護、通所

介護、短期入所者生活介護、認知症対応型通

所介護、特定施設入所者生活介護の利用人数

及び日数等により、前年対比５,３５７万２,

０００円の増額であります。

その下の施設介護サービス給付費５億３,

１７９万５,０００円につきましては、利用

人数の減により、前年度より２,９１０万５,

０００円の減額でございます。

次に、４０７ページをお開き願います。

上から２段目の特定入所者介護サービス費

８,２０６万８,０００円につきましては、特

別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護

療養型医療施設、短期入所者生活介護の食費

及び居住費の利用人数の増により、前年対比

２,６９０万９,０００円の増額でございま

す。

次に、４０９ページをお開き願いたいと思

います。

一番上の介護予防事業費３３２万２,００

０円につきましては、主に介護予防教室等に

係る事務事業協力報償でございます。

ほかについては、前年度と大きく変わって

ございません。

歳出は以上でございます。

次に、歳入について御説明いたしますの

で、３８２ページをお開き願います。

３８２ページの介護保険料、総額２億５,

７５１万９,０００円につきましては、第５

期介護保険事業計画に基づいた１号被保険者

２１％分として、普通徴収分、特別徴収分を

計上してございます。

次に、３８７ページをお開き願います。
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一番上の介護給付費負担金２億５,２４９

万２,０００円につきましては、各種介護

サービスに対する介護給付費２０％、施設に

よっては１５％分の国保負担分であります。

３８９ページをお開き願います。

一番上の介護給付費交付金４億４６７万円

つきましては、各種介護サービスに対する２

９％の分で支払基金負担金分の計上でござい

ます。

次に、３９１ページをお開き願います。

一番上の介護給付費負担金２億１０１万

７,０００円につきましては、各種介護サー

ビスに対する介護給付費１２.５％、施設に

あっては１７.５％の道負担分であります。

次に、３９５ページをお開き願います。

一番上の介護給付費繰入金１億７,４４２

万７,０００円につきましては、各種介護

サービス費に対する１２.５％を一般会計か

ら繰り入れするものでございます。

一番下の介護保険基金繰入金４,１９９万

３,０００円につきましては、歳出に不足す

る分を基金から繰り入れするものでございま

す。

なお、平成２５年度末基金残高につきまし

ては、３,５５９万１,０００円の見込みであ

ります。

介護保険特別会計は、以上でございます。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 予算書の４

２７ページをお開きください。

議案第６３号平成２５年度美幌町公共下水

道特別会計予算について御説明申し上げま

す。

平成２５年度美幌町の公共下水道特別会計

予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算。

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ８億９,９７３万２,０００円と定め

る。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

地方債。

第２条、地方自治法第２３０条第１項の規

定により起こすことのできる地方債につきま

しては、「第２表 地方債」で御説明申し上

げます。

一時借入金。

第３条、地方自治法第２３５条の３第２項

の規定による一時借入金の借り入れの最高額

を６億円と定める。

次に、４３０ページをお開きください。

第２表、地方債であります。

起債の目的でありますが、初めに、公共下

水道事業、限度額１,３４０万円でありま

す。公共汚水桝設置工事１０カ所２７０万円

と道道北見端野美幌線汚水管移設工事１,６

５０万円のうち８２０万円分、終末処理場電

気設備更新事業設計委託料５００万円のうち

２５０万円分であります。充当率は、公共下

水道債１００％であります。

その下、下水道資本費平準化債、限度額１

億６８０万円であります。平準化債は、施設

整備に投資しました起債の償還を耐用年数に

沿って平準化し、単年度の負担軽減を図る目

的で借り入れするものであります。

その下、公共下水道事業特別措置分、限度

額４,１００万円であります。特別措置分

は、繰出基準の見直しにより、交付税措置に

関し借り入れしました地方債元利償還の７０

％から６０％に減額されたため、その差額分

を特別措置として認められたものでありま

す。合計で１億６,１２０万円であります。

なお、起債の方法、利率、償還方法は、記

載のとおりであります。

次に、歳出を御説明しますので、４４８

ページ、４４９ページをお開きください。

３、歳出。

１款１目の一般事務費の中の一般職給１,

４５０万６,０００円から職員共済費等４８

５万２,０００円までありますが、職員４名

分の人件費であります。

下の業務委託料の中の使用料収納事務委託

料１,８８６万６,０００円でありますが、下

水道使用料の賦課徴収業務を水道事業会計に
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委託しておりますので、全体調定件数に対す

る下水道調定件数の割合４８.４２％分を委

託料として水道事業会計に支払うものであり

ます。

負担金の中の上から７行目の水道事業会計

負担金３５２万５,０００円でありますが、

下水道排水設備の業務を水道事業会計に委託

しており、その負担金として、施設主査の人

件費の２５％と管路管理システムの保守点検

委託料等を水道事業会計に支払うものであり

ます。

２目の１の終末処理場維持管理事業の中の

燃料費９０５万５,０００円でありますが、

処理場の施設を加温するために使用するＡ重

油の燃料費であります。

その下の修繕費１,５８２万４,０００円で

ありますが、使用開始から３２年を経過して

いることから、処理場に係る機器の修繕と、

管理車及び運搬車の車検整備に係る整備費用

であります。

一番下になりますけれども、一般産業廃棄

物処理委託料１,２８７万７,０００円であり

ますが、汚泥脱水ケーキの処分を佐呂間町に

あります民間の処理施設へ運搬処分しており

ますので、その処分費であります。

次のページ、４５１ページであります。

上から２行目の処理場維持管理業務委託料

１億２,３５５万４,０００円でありますが、

１８名分の人件費を含む終末処理場の維持管

理業務委託料であります。

機械器具６８万２,０００円は、高圧蒸気

滅菌器、卓上ペーハー計の機器の更新であり

ます。

管渠清掃委託料３１０万円でありますが、

元町西１、２、２条南１、２、３、４丁目、

大通り南１、２、３、４丁目、美芳、日の出

１丁目、三橋２丁目までの汚水管延長８,７

８１メートルの管渠点検及び清掃でありま

す。

建設事業費の中の下水道計画区域図データ

修正業務委託料１４万７,０００円につきま

しては、国調によるＤＩ地区の変更等に行う

ものであります。

その下の終末処理場電気設備更新実施設計

委託料５００万円は、下水道長寿命化計画に

より沈砂池設備、汚水ポンプ設備の電気設備

更新のための実施設計を行うものでありま

す。

その下の工事費、公共汚水桝設置工事２７

０万円でありますが、公共汚水桝１０カ所分

の建設工事です。

その下は、道道北見端野美幌線汚水管移設

工事１,６５０万円でありますが、道道改良

工事に伴う花見橋付近の汚水管関係３００ミ

リ、延長１４１メートルの移設工事でありま

す。

４５３ページであります。

元利償還、それから一時借り入れ、これは

同じでございますので、次に歳入について説

明いたしますので、４３４、４３５ページに

お戻りください。

２、歳入。

下水道受益者負担金等２６万８,０００円

でありますが、継続４件分と新規分を合わせ

５件分の受益者負担金であります。

その下、一般会計負担金２,６８１万円で

ありますが、し尿処理を下水道処理で行って

おりますので、処理経費の１３.９％を負担

していただくものであります。

その下の個別排水処理特別会計負担金３２

７万５,０００円でありますが、個別排水処

理会計の事務の一部を下水道事業で行ってい

まして、人件費の一部を負担していただいて

いるものであります。

４３７ページをお開きください。

下水道使用料３億７,５３４万９,０００円

でありますが、現年度分の調定額３億７,５

５４万円に対し、収納率を平成２４年見込み

で９９.４％の３億７,３２８万６,０００円

とし、過年度分の調定額８２５万２,０００

円に対し、収納率、平成２４年度見込みで２

５％分の２０６万３,０００円の合計であり

ます。

次に、４３９ページ。
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公共下水道事業費補助金２５０万円であり

ますが、電気設備更新実績委託料のための補

助金でありまして、需用費は５００万円の補

助率２分の１であります。

４４１ページでございます。

一般会計繰入金３億２,１３４万８,０００

円でありますが、下水道事業の財源不足を一

般会計から繰り入れで行うものでございま

す。

ここで４４７ページの町債につきまして

は、第２表、地方債で御説明いたしましたの

で、続きまして、道道北見端野美幌線汚水管

移設工事について、工事請負費関係の参考資

料で御説明いたしますので、予算工事関係参

考資料２ページをお開きください。

図面の矢印で示されました鳥里日本甜菜製

糖株式会社美幌製糖所敷地内で、昨年中断、

未施工区間であります関係３００ミリの汚水

管延長１４１メートルを布設をするものであ

ります。

以上御説明申し上げました。

続きまして、予算書の４６５ページをお開

きください。

─────────────────────

◎会議時間延長の議決

○議長（古舘繁夫君） 部長、ちょっと待っ

てください。

お諮りします。

もはや４時近くになりましたが、あらかじ

め会議時間の延長をいたしたいと思います

が、これに異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。したがって、あらかじめ会議時間の延長

をすることに決定しました。

─────────────────────

◎日程第２ 議案第１１号から

議案第６６号まで

（継続）

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 議案第６４

号平成２５年度美幌町個別排水処理特別会計

予算についてを御説明申し上げます。

平成２５年度美幌町個別排水処理特別会計

予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算。

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ８,１１８万５,０００円と定める。

第２項につきましては、事項別明細書で申

し上げます。

地方債。

第２条、地方自治法第２３０条第１項の規

定により起こすことのできる地方債につきま

しては、「第２表 地方債」で御説明申し上

げます。

一時借入金。

第３条、地方自治法第２３５条の３第２項

の規定による一時借入金の借り入れの最高額

を１,０００万円と定める。

次に、４６８ページをお開きください。

第２表、地方債であります。

起債の目的でありますが、個別排水処理施

設整備事業、限度額２,５４０万円でありま

す。今年度は１０戸を予定しておりまして、下

水道債につきましては充当率が１００％、辺

地債につきましては４戸を予定しておりまし

て、充当率は７０％の２分の１であります。

次に、歳出から御説明しますので、４８４

ページ、４８５ページをお開きください。

３、歳出。

一般事務費の中の手数料６万８,０００円

でありますが、使用料等の口座振込がありま

して、平成２４年度までの設置戸数２６５戸

のうち２６２戸分の口座手数料、平成２５年

度設置予定の１０戸分、６カ月の口座手数料

の合計であります。

下の負担金の中の公共下水道特別会計負担

金３２７万５,０００円でありますが、職員

１名が個別と下水の両会計の事務を行いまし

て、人件費の４０％を下水道会計に支払うも

のであります。

２目の１の維持管理事業費の中の修繕料４

３０万１,０００円でありますが、浄化槽の

上ぶたの交換及びブロアポンプ等の修繕によ
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る費用であります。

３目の建設事業費の中の工事請負費、個別

浄化槽設置工事２,７６５万７,０００円であ

りますが、今年度予定していますのは、５人

槽が２個、７人槽が６個、１０人槽が２個の

計１０個分の工事費であります。

次に、４８７ページであります。

元利償還金１,８００万３,０００円で、そ

の下の利子償還金９０１万円でありますが、

平成２４年まで借り入れをしました起債の元

利と利子の償還であります。

次に、４７２、４７３ページにお戻りくだ

さい。

２の歳入でございます。

個別排水処理施設受益者負担金１７１万

８,０００円でありますけれども、今年度予

定しております５人槽２個、７人槽６個、１

０人槽２個の計１０個分の受益者分担金であ

ります。

４７５ページであります。

個別排水処理施設の使用料１,８２６万３,

０００円でありますが、平成２４年度までに

設置しました部分の２６２戸分と平成２５年

度分に予定しています１０戸分の使用料であ

ります。

次、４７７ページでございます。

一般会計繰入金３,４９５万２,０００円で

ありますが、個別排水処理の財源不足を一般会

計で補っていただいているものであります。

４８１ページでございます。

水洗便所改造資金貸付金償還金の７４万円

でありますが、これは歳出のところで御説明

しましたので、していませんけれども、今年度

の預託金の償還金であります。済みません。

あとは同じでございますので、以上でござ

います。

次に、予算書の４９５ページであります。

議案第６５号平成２５年度美幌町水道事業

会計予算について御説明申し上げます。

総則。

第１条、平成２５年度美幌町の水道事業会

計の予算は、次に定めるところによる。

業務の予定量。

第２条、業務の予定量は、次のとおりとす

る。

（１）給水戸数は８,８００戸でありまし

て、平成２４年度当初より１００戸増の計上

であります。

（２）年間、総吸水量は１９７万９,００

０立方メートルでありまして、これも平成２

４年度当初より２万１,０００立方メートル

増の計上であります。

（３）１日平均給水量５,４２２立方メー

トルでありまして、これも平成２４年当初よ

り５８立方メートルの増の計上であります。

（４）主要な建設につきましては、資本的

収入支出で御説明申し上げます。給水戸数、

給水量及び１日平均給水量、それぞれ昨年よ

り増となっておりますのは、平成２４年度実

績による増を見込んでおります。

収益的収入及び支出第３条と、次のページ

の４９６ページ、資本的収入及び支出の第４

条につきましては、予算実施計画書及び説明

書で御説明申し上げます。

債務負担行為。

第５条、電子計算機借上料、限度額１,４

９５万８,０００円であります。地方公営企

業会計基準見直しによる企業会計システムを

更新するものであります。

次に、４９７ページ。

企業債。

第６条、起債の目的であります。

初めに、水道管路整備事業、限度額３,９

８０万円であります。対象工事は、配水管新

設工事２路線、配水管布設がえ工事３路線、

配水管布設補償工事２路線の計７路線であり

ます。なお、充当率は企業債１００％であり

ます。

また、配水管補償工事２路線で、配水管の

残存価格として補償費１,１４０万円が収入

として見込まれることから、それを差し引い

た額を計上しております。

二つ目、水道施設整備事業、限度額１,７

２０万円であります。日並浄水場凝集剤注入
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設備工事で、薬品注入ポンプ３台、制御板、

調節計、流量計、配管工事であります。

三つ目に、量水器収納筺設置事業、限度額

５,６２０万円であります。平成２４年度か

ら１４年間の計画で、伸縮式の量水器筺に交

換整備するものであり、平成２５年度は８０

０戸分を計上しております。

なお、起債の方法、利率、償還方法につき

ましては、記載のとおりであります。

一時借入金。

第７条、一時借入金の限度額は１億円と定

める。

議会の議決を経なければ流用することので

きない経費第８条、他会計からの補助金第９

条、棚卸資産購入限度額第１０条につきまし

ては記載のとおりであります。

次に、４９８、４９９ページをお開きくだ

さい。

予算実施計画書及び説明書、収益的収入の

支出の収入であります。

１款の給水収益４億１,５８６万２,０００

円でありますが、平成２４年度当初より２８

６万２,０００円を増額し、８,８００戸分の

計上であります。

２行下の３目給水工事手数料４３４万円で

ありますが、給水工事１８４件の設計審査手

数料と完成検査手数料でありまして、新設９

４件、改造４０件、撤去５０件分でありま

す。

その下の４目の雑収益の中の下水道使用料

賦課徴収受託料１,８８６万６,０００円であ

りますが、下水道使用料の賦課徴収業務を水

道会計で受けており、対象経費、対象件数割合

の４８.４２％をいただくものであります。

その下の他会計負担金の中の公共施設無償

給水経費負担金２３万２,０００円でありま

すが、公園にあります給水使用料を一般会計

から負担していただくものであります。

３行下の３目の雑収益の中の下水道排水設

備業務負担金３５２万５,０００円でありま

すが、下水道排水設備の業務を水道会計で

行っており、施設主査の人件費の２５％、排

水設備台帳の管理システム使用料負担金であ

ります。

５０１ページをお開きください。

２目配水及び給水につきましては、主査２

名の人件費を含む予算を計上しております。

このページの中ほどの委託料の量水器検満

委託料８８１万１,０００円でありますが、

計量法によります８年ごとの量水器、メー

ターを取りかえを行うもので、今年度は１,

４３７戸を予定しておりますが、そのうち８

００戸は量水器収納筺設置事業で伸縮に更新

するために、資本的収支で計上しております

ので、残りの６３７戸分の取りかえ費を計上

しております。

５０５ページをお開きください。

３目業務費であります。営業担当４名と臨

時職員１名の人件費と個人委託している検針

員の経費であります。

その下の４目総係費でありますけれども、

水道主幹１名分の人件費を含む予算でありま

す。

次の５０７ページをお開きください。

上から５目の有形固定資産減価償却費１億

４,０８５万円であります。水道施設の固定

資産の減価償却費であります。

次の５段下の２項１目の企業償還利息４,

１１２万６,０００円でありますが、これ

は、平成２３年度分の借り入れ分、平成２４

年の借り入れ分を計上しております。

５０９ページをお開きください

資本的収入及び支出の収入であります。

企業債１億１,３２０万円でありますが、

第６条の企業債のところで御説明しましたの

で省略させていただきます。

その下の簡易水道等施設整備事業実施区域

水道施設分担金、豊幌地区の給水を受けよう

とする者の１件当たり２００万円の分担金で

あります。

次に、５１１ページをお開きください。

支出であります。

浄配水設備費でありますが、施設担当職員

１名分の人件費を含む予算であります。
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２５節の工事請負につきましては、後ほど

工事関係の参考資料で御説明いたします。水

道施設整備事業費１,２２５万円、これにつ

きましては日並浄水場凝集剤注入設備工事

で、平成元年に整備した施設の更新でありま

す。これは企業債充当率１００％でありま

す。

それから、簡易水道施設整備事業、豊幌地

区の分担金工事１戸分の予算設定でありま

す。

その下の業務費の中の量水器取替費５,５

２７万円でありますが、これは８００戸分の

設置委託と量水器収納筺であります。

その下の車両購入代２８１万９,０００円

は、現在、浄水場で加圧ポンプ場の点検等で

使用しております平成１２年式の小型乗用車

の更新をするものであります。

その下の企業債償還、元金の償還でありま

す。

それでは、続きまして工事請負費の関係を

参考資料で御説明いたしますので、工事参考

資料の３ページをお開きください。

番号順で御説明いたします。

地図番号の①、図面の中ほどになります

が、青山北の町道２９１号道路改良舗装工事

に伴います配水管新設工事であります。ダク

タイル鋳鉄管７５ミリの延長１８５メートル

の新設工事を行うものです。

地図番号②、図面の右側になりますが、稲

美の町道４６６号道路改良舗装工事によるダ

クタイル鋳鉄管７５ミリ、延長６２メートル

の新設工事を行うものであります。

地図番号③、図面の中ほどになりますが、

東１北４、町道２４９号道路内の割烹田村様

の南側の道路であります。老朽管の更新で、

既設塩ビ管をダクタイル鋳鉄管１００ミリ

に、延長５５メートルの布設がえ工事を行う

ものであります。

地図番号④、図面の中下になりますが、東

２南５、町道第１３号道路で、三浦様から旧

美幌中学校登り口であります町道第１３号道

路の改良舗装工事による配水管布設がえ工事

であります。ダクタイル鋳鉄管１５０ミリ、

延長９２メートルの布設がえ工事を行うもの

であります。

地図番号⑤、図面の上の中ほどになります

けれども、鳥里の道道第１２２号北見端野美

幌線であります。日甜計量所から花見橋前ま

での道路改良舗装工事に伴いまして、既設ダ

クタイル鋳鉄管１５０ミリ、布設がえを行う

もので、昨年、道路工事の関係で中断いたし

ました延長１４８メートル分の布設がえ工事

を行うものです。

地図番号⑥、図面の左側になりますけれど

も、美禽の道道１２２号北見端野美幌線であ

ります。道道の交安事業関連による道路改良

舗装、歩道造成工事に伴いまして、既設塩ビ

管１００ミリ、１５０ミリをダクタイル鋳鉄

管１００ミリ、延長１８３メーター、１５０

ミリ、５９１メーターの布設がえ工事を行う

ものです。補償の対象となっております。

地図番号⑦、図面の右側になりますが、稲

美の駒生川の河川改修工事に伴い、町道１２

２号道路に係る第２３号橋のかけかえによる

もので、既設ダクタイル鋳鉄管１００ミリと

１５０ミリの布設がえ工事であります。橋梁

かけかえにあわせて、ダクタイル鋳鉄管１０

０ミリ、延長２２メーター、１５０ミリ、延

長３２メーターの布設がえ工事を行うもので

す。補償の対象となっております。

特定財源充当につきましては、企業債、充

当率１００％と補償費であります。

以上、御説明申し上げました。よろしくお

願いします。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 予算書５２５

ページをお開き願います。

議案第６６号平成２５年度美幌町病院事業

会計予算について御説明をいたします。

新年度の予算計上では、経常経費のほか収

益的収支で医師１名、看護師３名及び視能訓

練士、理学療法士の採用を見込み、資本的収

支で医療機器購入の予算措置を行ったところ

であります。
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第１条、平成２５年度美幌町病院事業会計

の予算は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量及び第３条の収益的

収支の予定額は、それぞれ記載の金額で定め

るものであります。内容は、実施計画及び説

明書で御説明申し上げます。

第４条、資本的収支の予定額として、資本

的支出に対する不足額５,５８８万３,０００

円を過年度分留保資金で補填するものとして

定めるものであります。

次に、５２６ページをお開き願います。

資本的収支は、それぞれ記載の金額であり

ます。内容は、実施計画及び説明書で御説明

申し上げます。

第５条、債務負担行為として、リース購入

を予定している便中ヒトヘモグロビン分析装

置借上料の期間と限度額を定めるものであり

ます。

第６条、企業債であります。医療機器等更

新のため、限度額と起債の方法、利率等は記

載のとおりであります。この起債につきまし

ては、元利償還金のおおむね４分の１が交付

税措置されるところであります。

第７条、一時借入金の限度額を４億円に定

め、第８条、議会の議決を経なければ流用す

ることのできない経費、職員給与費、公債費

は、それぞれ記載のとおりであります。

第９条、他会計から病院事業会計へ補助を

受ける金額として、一般会計からの補助金、

医師等研究研修費補助は、医業費用の研究研

修費の対象経費の２分の１の補助を、基礎年

金拠出金経費、児童手当経費、地方公営企業

会計制度経費は、地方公営企業法のルール分

としての補助を、次の国保会計からの補助金

である直診施設健康管理事業補助金として、

病院が実施する健康管理事業として３０万円

を計上し、第１０条は棚卸資産の限度額を２

億１,３７５万円と定め、第１１条で定める

重要な財産の取得として、予定価格が７００

万円を超える医療機器の購入として、全自動

錠剤分包機一式ほかを定めるものでありま

す。

次に、５２９ページをお開き願います。

収益的収支についてであります。

医業収益では、入院、外来収益は、平成２

４年度の決算見込みを参考としてそれぞれ計

上し、その他医業収益のうち一般会計負担金

は、地方公営企業法のルール分繰り入れとし

て、救急医療、小児救急に要する経費は交付

税の措置額相当額を、医師確保に要する経費

はインターネットでの医師募集に係る費用

を、そのほかの医業収益は平成２４年度決算

見込みを参考として計上しております。

次に、５３１ページをお開き願います。

医業外収益として、一般会計補助金と国保

会計補助金については、第９条で御説明した

補助を予定し、一般会計負担金については、

高度医療に要する経費として１００万円以上

の医療機器のリースに係る費用相当額を、建

設改良に要する経費として企業債の借入金の

利息３分の２相当額を、小児医療に要する経

費として交付税措置額相当額を、不採算地区

病院の運営に要する経費として、平成２５年

度までの６,７３２万円の交付税措置額を、

公立病院改革プランに要する経費として交付

税措置額をそれぞれ計上しております。

そのほかの収益は、平成２４年度の決算見

込みを踏まえた計上を行っております。

次に、５３３ページをお開き願います。

医業費用であります。

医師手当等の中で、医師給与は坂本副院長

の退職後８名に対し、新規常勤医師１名増で

９名の計上を見込み、看護師給与は平成２５

年度退職者を見込み、３名の増員と視能訓練

士、理学療法士の採用を含めた予算計上を

行っております。

賃金については、臨時医師賃金として坂本

副院長の補充として嘱託職員１名の非常勤医

師を見込み、眼科の出張医師などの賃金所要

額を計上し、臨時職員につきましては３３名

の計上となっております。

材料費である薬品費、診療材料費、医療消

耗品は所要額を計上しております。

次に、５３５ページをお開き願います。
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職員被服費から賃借料の各項目とも、平成

２４年度の決算見込みを参考として予算計上

を行っております。

次に、５３７ページをお開き願います。

委託料以下の経費についても、それぞれ所

要額を計上し、減価償却費は、建物、構築

物、機器備品の減価償却費相当額の予算計上

であります。

次に、５３９ページをお開き願います。

研究研修費は、医師及び看護師等のコメ

ディカルが必要とする図書、学会及び研修会

等への参加に要する経費を計上し、そのほか

の経費については所要額を計上しておりま

す。

次に、５４１ページをお開き願います。

資本的収支でございます。

収入では、一般会計出資金として、支出の

企業債償還元金の３分の２の相当額の繰り入

れを、企業債として、支出の医療機器更新な

どの財源ため、起債による医療機器の更新等

を行おうとするものであります。

次に、５４３ページをお開き願います。

支出についてであります。

建設改良費では、医療機器更新のために１

億２,３３１万５,０００円を計上し、全自動

錠剤分包機、エックス線画像読取装置、医療

画像システム、心電図モニター、超音波画像

診断装置、ビデオ喉頭鏡システム、セントラ

ルモニター、除細動器、自動仕分けレーザー

光凝固装置、プラズマ滅菌器、超音波洗浄

機、乾燥機、シャワーベッド、ビデオシステ

ムセンター、上部内視鏡管スコープ、財務会

計システムなどの購入を行おうとするもので

あります。

企業債償還金として、病院改築時に借り入

れを行った企業債及び医療機器更新に伴う償

還元金であります。

なお、収益的資本的収支における町からの

繰入総額は、当初予算で３億１,３４９万７,

０００円で、交付税措置予定額２億８,３３

２万３,０００円を除く差し引き町負担額は

３,０１７万４,０００円となっております。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願い申し上げます。

─────────────────────

◎延会の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

本日の会議は、これで延会いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本日はこれで延会することに

決定しました。

─────────────────────

◎延会宣告

○議長（古舘繁夫君） 本日は、これで延会

いたします。

午後 ４時１６分 延会
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美 幌 町 議 会 議 長

署 名 議 員

署 名 議 員


